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プラニメータを超えた精度と操作性

コンピュータとデジタイザーを一体化くエクスプラン〉

画PLANBBO
座標計算式精密面積線長測定器
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画心

蓮

X-PLANBSOはプラニメータやキルビメータ以上の働きをするばかりでなく、従

来の測舅等の測図システム(コンピュータ＋デジタイザー)を、1個のツールとしてお

使いいただけるようにした全く新しいデバイスです。その操作性は従来のメカニズム

をはるかに凌ぎ、殊に多角形の測定では直線をたどることなしに各頂点を順次プロッ

トしていただくだけで済み、0.05mmの線分解能をもって微小線長、微小面積から長大

図面まで正確に測定できる画期的なエリアカーブメータです。

一〈画期的な特長〉

■直線図形は頂点をポイントするだけで

迅速測定

■曲線図形も正確に計れる

■面積のほか、線長を同時測定

■縮尺単位を反映して自動計算

■線分解能:0.05mmの高性能

■コー艀レス、コンパクト設計

■偏心トレースレンズとダイヤモンドロ
ーラー採用
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造林樹種の選択をめく、って

ねぎしけんいちろう

根岸賢一郎＊
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はじめにわが国の林業で，人工造林が本格的に始まったのは，江戸時代といわれる。スギを

筆頭に，ヒノキ，アカマツが造林樹種の中心であった。

その後，明治後期から大正中期の国有林野特別経営時代の造林事業，敗戦後の乱伐

跡地復旧造林事業，さらに生産力増強計画の昭和30年代に始まった拡大造林と，人

工林の育成はすすむ。造林地域の水平的，垂直的な拡大にともなって，カラマツ,1、

ドマツが主要造林樹種に仲間入りした。

現在，人工林面積は森林全体の4割に近い。そのうち4割をスギ，2割をヒノキが

占める。残りをアカマツなどのマツ類，カラマツ，トドマツなどその他の針葉樹でほ

ぼ3分し，広葉樹は全体の数パーセントにすぎない。

有用樹種は多数あるが，造林樹種はこのように少数にかぎられる。しかも，人工林

面積の6割をスギとヒノキで占める。

有用樹種から造林

樹種へ

*東京大学農学部

助教授

林業技術No513

天然に森林をつくっている林木の種類は，きわめて多い。そのおおかたは，用材，

原料材，あるいは薪炭材として，人間の生活に役立てることが可能である。

これらの樹種は，木質形成，大形化，長寿命という共通の生物的特性をもつととも

に，固有の生態生理的特性をそなえている。それゆえ，おなじ生育条件のもとでも，

生長速度，樹形，材質，諸害に対する抵抗性などには，かなりの樹種差がある。

林業を目的としての造林では，当然のことながら，人工林育成のための費用に対し

て，木材の収瀧による収入の大きい樹種が注目される。生態生理的特性が適応できる

範囲を考えながら，経済性の高い樹種をえらぶことになる。

有用樹種が造林樹種として選択される樹種特性として，つぎの8項目があげられて

いる(注)。①利用価値が高いこと，②単位土地面積当りの生産量が多いこと，③若い

細い木も利用価値があること，④幹がまっすぐで，上~ドの直径の差が少ないこと，⑤

繁殖がやさしく，造林ならびに更新がやさしく，かつ確実にできること，⑥いろいろ

な危害に対する抵抗性が強いこと，⑦環境条件に対する適応性の幅が広いこと，③林

地の生産力の維持増進に役にたつこと。（注佐藤大七郎：1983,育林，文永堂）

以上の項目のすべてを完全に満足させる樹種は，現実には存在しない。比較的まし

な樹種として，多くの造林学書があげているのは，スギ，ヒノキ，ヒバ，アカマツ，

クロマツ，カラマツ,l､ドマツ，アカエゾマツなどの針葉樹である。

19別．12
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人工造林と造林樹種の

うつりかわり

江戸時代には，吉野地方でスギ人

工林保育の，九州地方でスギ挿木品

種選抜育成の技術が発達した。これ

らの経験技術は，当時の世界のレベ

ルを抜くものであった。

明治になると，北海道では養苗が

困難なトドマツ，エゾマツなどの郷

土樹種にかわって，外国樹種の造林

試験がこころみられ，欧州トウヒ，

ストローブマツなどが有望とされ

た。本州中部に天然分布する（二ホ

ン）カラマツの造林が，高海抜地や

北海道で本格化するのは，明治後期

の国有林野特別経営時代ごろからで

ある。

特別経営造林事業は，それまでに

ない大規模なものであった。短期間

に，未経験者が未経験な地域にまで

造林をひろげる場面もあり，江戸時

代からの経験技術を生かしきれず，

失敗が多かった。苗木の活着率が高

いだけの理由で，スギのかわりにヒ

ノキが造林されたこともあり，造林

不成績地は全体の3割に達したとい

われる。

このことも一因となって，昭和初

期には，天然更新重視の時代をむか

える。しかし，特別経営時代の人工

林は，のちに，戦後の重要な木材･供

給源になるとともに，造林をひろげ
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図･1造林面積，造林樹種，立木価格の推移

（林業統計要覧から作図）

給源になるとともに，造林をひろげるのに不可欠な，適地判定や生長予測の基礎資料

としても役立つことになる。

戦争によって天然更新技術の開発がすすまぬうちに敗戦となる。戦後は，確実容易

ということで，ふたたび人工造林中心にもどった。

昭和20年代からしばらくは，質よりも量が問題にされた。生長が遅く，スギとの

価格差が縮まったヒノキの造林は低調であった（図・1)。スギーヒノキが，スギーマ

ツにかわった期間ともいえよう。マツ類が重視されたのは，当時の技術でもパルプ化

が容易だったためである。ポプラ，ユーカリ，外国マツなどの，いわゆる早成樹に

林業技術 No．5131984．12
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図･2光合成速度にみられる3樹種の生態生理的特性

(照度，温度，土壌水分：根岸1966,N漉度：宮島ほか1979)

も，一時的に関心が集まった。

昭和30年代には，ふたたびスギーヒノキの時代となる。とくにヒノキは，昭和40

年代から造林面積に占める比率が増え続け，最近はヒノキースギになりそうな，いき

おいである。その原因は，拡大造林の進行によって，スギの造林適地が少なくなった

ためもあろう。しかし，外材との競合が少なく材価が高くなったための，適地無視の

ヒノキ造林とすれば，将来が心配される（図｡1)。

アカマツは，いわゆる松くい虫による被害のため脛，カラマツは，落葉病，先枯病

などによる被害と材の利用価値に対する不安から，いずれも造林面積が減ってきた。

カラマツ造林にかわって，北海道では，養苗技術の確立したトドマツの造林と，天然

更新の検討がすすめられ，本州の高海抜地では，シラベなどの亜高山帯樹種の造林

や，天然更新がこころみられている。

造林樹種のなかから，なにを植えるかは，自然環境と経済性によって判断される。適地適木

林業技術No 5131984．12
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表･1樹種別研究報告数の推移
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（日本農学進歩年級，林学1～27号力･ら作炎）

再造林ではそこでの過去の，拡大造林では周辺地での造林成績が参考になる。

林木の生育は温度，水分条件などに左右され’その関係は樹種によって異なる。生

育条件に関係の深い，気候区，海抜高’土壌型などから，造林樹種の見当がつけられ

る。さらに海抜高，地形，地質，土壌，気象などから地位指数を算出する’環境要因

スコア表をもとに，収穫の予測も可能である。それでも局所的な環境変化や，将来の

利用価値についての判断がつかず，たとえば，スギとヒノキを交互に植えることもあ

る。

江戸時代からの「マツ尾根，ヒノキ中腹，スギ沢」は，各環境と3樹種の生態生理

的特性のつながりを，適確に表現している。生長の基礎となる光合成速度で比較する

と（図｡2)，アカマツは水分の不足に対し敏感に気孔をとじる性質があるので，土壌

が乾燥すると早くから光合成速度が低下する。しかし体内水分が保持されるので’か

なり乾燥した状態まで光合成を続ける。さらにアカマツは，強い光のもと広い温度範

囲で，光合成速度が高く，尾根付近のきびしい条件下でも，相当な生長が期待でき

る。

これと対照的なのがスギで，両者のあいだにヒノキがある。スギ，ヒノキとも,N

（窒素）濃度とともに光合成速度が上昇する。しかし，ヒノキでは土のN含量が増え

ても，あるレベル以上には葉のN濃度が増加しないので，スギにくらべ光合成速度は

低い値にとどまる。結局スギは，沢沿いの水分，養分にめぐまれた条件を’もっとも

生育に活用できる樹種といえる。

いろいろな生態生理的特性が，多くの樹種，さらには品種で，いっそう明らかにさ

れることがのぞまれる。

休業技術No@5131984.12
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造林樹種の試験研

究

おわりに

『日本農学進歩年報』には戦後の27年間にわたり，毎年ほぼおなじ方式で林学の文

献が収録されていた。ここでは種苗，育林，育種の分野で発表された報告を樹種別に

わけ，その数を便宜的に9年間ずつ集計した（表・1)。

報告数と造林樹種の消長には，ある程度の対応がみられる。主要造林樹種の報告が

多いが，最近はヒノキが増えている。マツ類の雑種は，かつては生長との関係でとり

あげられたが，最近は松くい虫への抵抗性に関心がうつった。カラマツの雑種も，ね

ずみなどの被害に対するものである。奥地林の開発，拡大造林の時代から，亜高山帯

樹種の関係が増えるが，天然更新を扱った報告が多い。

広葉樹の人工造林は，しいたけ原木林のクヌギのような例外はあるが，用材林は明

治時代に奨励されたケヤキ，クス以来，失敗が多い。生長速度，樹形，適応性など，

造林樹種としての特性に問題があるうえに，ブナのように，天然林からの伐出量が多

く，利用価値が高くても，造林方法が確立していない樹種がある。今後の研究に待た

ねばならないが，天然林のなかのすぐれた個体の保育が，広葉樹用材生産の中心では

なかろうか。

外国樹種は，早成樹としてとりあげられたが，いずれも試験段階にとどまった。人

工造林の歴史が古く，豊富な有用樹種のなかから造林樹種がえらばれ，ほぼ固定した

わが国では，よほどの生物的特徴や，需要の変化のないかぎり，実用レベルへの新し

い樹種の登場は困難といえよう。とはいえ，試験研究面では，幅広く樹種をとりあげ

ることが重要である。予期できない事態にも対応できるように，とくに失敗の資料も

充実させた，現代版「本多大造林学（樹種）各論」の用意がのぞましい‘。

わが国では暖温帯から冷温帯へかけての，あまり高くない山地に，比較的生育条件

にめぐまれた林地が分布する。こうした環境に適合し，経済性も高い樹種としてス

ギ，ヒノキが造林されてきた。最近の年間樹種別造林面積比率では，スギとヒノキで

全体の7割を占める。

拡大造林時代になって，スギではオモテスギを多雪地帯へ植えての雪害，ヒノキで

はスギ適地への造林による材質低下のおそれ，などの問題を生じた。両樹種を通じて

材穿孔虫の被害も深刻である。これらの対策には，立地，育林，育種，保護などの分

野からの検討を必要とするが，林業としての人工造林を考えた場合，スギ，ヒノキに

かわる樹種は，見当たらない。

林業的に無理のない人工林率は，1/4～1/3程度との説がある。この比率をはるか

にこえた拡大造林の評価は，特別経営造林事業の例もあり，長期的な視点から下すべ

きであろう。しかし，その評価がどうであっても，スギとヒノキは造林樹種の主役

を，これからも続けていくと思われる。＜完＞

林業技術No.513198i1.12
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ﾋﾉｷ造林をめくる最近の問題
－植付｡保育の面から－

はじめに

図・1をごらんいただきたい。これは昭和56年

度に植栽された全人工造林面積に対するヒノキ人

工林面積の百分率を示すものである。関東・中部

の太平洋側，近畿，中国，四国ではヒノキの造林

が60％以上を占めている。特に瀬戸内沿岸地方

では80％以上を占めているのが目だつ。このよ

うにヒノキが多く植えられるようになったのは針

葉樹外材に対してヒノキのほうが質において競争

力があり，マツクイ被害地ではマツを敬遠してヒ

ノキ植栽に傾いたことが利いている。

10011『I

9，000

8．00(）

7000

面
61)00

稲5.000

‘1,000

3.000

2．000

1,000

0

が
ⅦVlVⅣllIlIl

齢級

図・2スギ，ヒノキの齢級別人エ林面積
Ⅶ齢級は昭和21～25年植栽，エ齢級は51～55年植栽に相当

（休野庁計画課9》より作図）
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図･2は昭和56年時点における齢級別のスギと

ヒノキの人工造林面積である。Ⅳ齢級（昭和36

～40年植栽）まではスギ，ヒノキともに造林面

積は増大してきたが,IⅡ齢級以降はスギの落ち込

みが激しいのに対して，ヒノキは横ばい的であ

る。このようにヒノキへの期待がつながれている

一方，ヒノキ林が増大したために，以前からヒノ

キに関して特有の問題（例えば漏脂性主要病害，

地力問題）が比例的に顕在化してきたこと，林業

を取り巻く事情の悪化が保育不足を招いて形質不

良林分の増大をきたしていること，ヒノキの取扱

いに対する知識そのものの不十分なこと（例えば

適地，苗木の取扱い，下刈り，つる切り計画な

ど）などがからんでさまざまな問題が生じてきて

林業技術No.513198I1.12

『

も＃
図･I昭和56年度都道府県別全新植面積

に対するヒノキ新植面概の百分率

1体蕊統‘;|●婆随騎lより久保怖幽.作側壽囿

藤森隆郎
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いる。これが近年いわれている，いわゆるヒノキ

林問題の構図であろう。本文ではヒノキの植栽，

保育面からヒノキの造林に検討を加える。

活着不良問題

この問題に対しては生理生態的究明が十分でな

く，原因の明確でないものが多い。しかし島根県

で行われたヒノキ新植地の枯損調査狐)によると’

苗木の欠陥，苗木の取扱い･植付作業不良などが

大きな原因になっている。苗木については産地不

明のものに枯損率が高く，苗高／枝張幅，の比の

高いものにも枯損率が高い。苗木の取扱いでは，

梱包のまましばらく置いたもの,50日以上束のま

ま仮植えしたもの，水に浸しておいたものなどの

枯損率が非常に高い。また植付方法では深植えに

枯損率が高くなっている。

最近，水田跡地でヒノキを謎苗している所がか

なりあるようである。そういう所は水分条件や養

分に恵まれることが多く，そこで育てられたヒノ

キの苗木は現地植栽後の厳しい環境に適応でき

ず,これも枯損の多い原因の一つのようである｡こ

このところを検証する必要があるが，ともかくヒ

ノキの育苗場所に注意を払うことが大切である。

植栽場所

最近のヒノキへの造林指向を反映して多雪地帯

へのヒノキの造林の拡大がみられ，幼齢木の雪へ

の弱さが目だっている。多雪地帯では雪解けとと

もに埋雪下にあったヒノキ幼齢木が衰弱または枯

死する現象が目だっている。岐阜県下の被害木を

国立林試で調べたところでは，病気等生物的被害

の症状は認められていない（国立林試･豪雪地帯

の造林技術研究会にて青島清雄氏報告，1980)。

一方同じく岐阜県下の衰弱枯死木には’倒伏によ

る幹の形成層と師部の間の剥離損傷の大きいこと

が報告されている7)。このことから倒伏により根

系に損傷の生じたうえに，根系への物質輸送が制

限され，根の機能が十分でないところに雪解けに

伴う蒸散量が大きくなり，水分生理的に異常の生

じることが，ヒノキ幼齢木の雪解けに伴う衰弱枯

死現象の大きな原因ではないかと疑われる。ここ

のところの検証が必要であろう｡

，休業技術No.51.31984.12

また倒伏したヒノキは雪解け後すぐに雪起こし

しないと枯死するが，これはヒノキの葉の裏面が

直射日光や寒（乾）風にさらされることが影響し

ていないかとの疑問も提出されている（岐阜県石

原林材の56豪雪被害の結果について現場で得た

コメント)。兵庫県北部の56豪雪被害ではスギの

幼齢木よりヒノキの幼齢木に被害が大きく，特に

根返りと幹折れの被害がヒノキに多いのが目だっ

た。またヒノキの倒伏木はスギに比べて自力回復

力の弱いことが目だった(56年度準メニュー豪雪

研究担当者会議にて矢野進治氏報告)｡以上から

ヒノキ幼齢木は多雪に対して弱いことは明らか

で，植栽場所の決定には注意が必要である。

ヒノキは寒害に対しても弱く，またその被害が

雪の被害とともに漏脂性主要病害にも関係してい

ないかとの疑いが以前から持たれている。この方

面の被害の発生機構の解明は最重要課題である。

ヒノキはスギより乾燥地に耐えることから，か

なり乾燥した所にまで植えて不成績造林地になっ

ている所が多い。生長が悪いと通直性も悪い傾向

がみられ，むしろそのことに問題がありそうであ

る。その原因は明白ではないが，考えられる理由

としては，乾燥地は地形の関係からも風当たりの

強い場所が多いこと，生長が遅いと雑草木に被

圧,側圧される期間が長いこと，幹が物理的外圧

に対して抵抗力のある太さに達するまでに時間が

かかり，外圧への危険期間の長いことなどがあげ

られる（地際に近いほど外圧が多く林業的損害も

大きい)。

ヒノキの造林地の限界点の立地条件を明らかに

することが重要である。その要因には土壌型，標

高，地質，地形など多くあり複雑であるが，スギ

はヒノキより土壌型がよく利き，ヒノキはスギよ

りも標高の影響が強いといわれている6〕･標高の

影響の大きいことは気象条件に大きく影響される

ということである。また経済林としての最低限の

地位をどの辺に置くかをにらんだ適地判定の基準

を求めることが必要である。

保 育

ヒノキの造林は立地的に決められることも多い



が，生産目標も当然あるはずである。スギにくら

べてしん持ち柱材の価値が高く，そこに生産目標

を置く場合が多いが，その場合には幹の通直性を

高めることが基本的に大切である。

通直性は生育段階の初期にほとんど決まってし

まうもので，下刈りとつる切りの良否は幹の通直

性の良否のポイン|､となる。ヒノキはスギに比べ

て生長が遅く，その分遅くまで下刈りとつる切り

を要することが多いが，案外それが忘れられ，早

く手をぬいてしまって形質の悪いヒノキ林ができ

ているのが目だつ°このような林分は間伐材が売

れず，間伐意欲を失うという悪循環を招くことが

多い。

柱一玉利用径級（胸高直径17.8cm)に達した

時点で間伐しても，曲りによって採材利用価値が

なければ，その分，光合成をむだに稼がせたこと

になる。柱材生産では生物的生産量をいかに多く

の林業的生産量（柱本数）に結びつけていくかが

大切であり，ヒノキ造林においては特にそれが強

調されよう。

柱材利用径級に達した時点で林分内のすべての

個体は間伐材としても利用できるし，主伐木にも

向けられるというもので構成されていることが望

ましい。間鈎Ⅸ穫を有利に得，残存木の形質を良

くする優勢木間伐や利用間伐に関心が持たれてい

るが，そのためにはこのような林分構造が用意さ

れていなければならない。初期保育によって形質

の悪い個体の比率を低くすることと，形質の悪い

個体で将来性のある個体に悪影響を及ぼしそうな

ものは，早めに除去しておくことが主間伐材を歩

止まり高く効率的に利用していくためには不可欠

である。

林業事情が厳しくなるほど，こういう技術的な

ことを厳しく枝討すべきである鋤。一方，これだ

け多く植えられたものを現在の林業事情のもとで

すべて十分に管理していくことは無理であろう。

だからといってどれも一律に手をぬいて中途半端

な共倒れを起こすことは避けねばならない。生態

目標に照らし合わせて，手をかければそれだけの

効果のあがりそうな林分と，そうでない林分を見

9

極めて手のかけ方の重点配分をはかることが必要

と考える。

一律な施業ではなく，それぞれの生産環境と生

産目標に応じた体系化を確立することが大切であ

る。そして個々の保育技術の評価もその体系の中

でなされるべきである。例えば下刈りの省力化の

評価もha当たり500～1,000本の大径材を得れば

よいという場合と，心持ち柱材を間伐収漉を通し

て多くあげていく場合とでは異なってくる。

ヒノキは無節性を高くするなど良質材の条件を

加えることにより付加価値の高まりやすい樹種で

ある。無節性を高くするためには植栽本数を多く

し，若齢期の枝の生長を密度効果で抑制し，枝打

ちで仕上げていくのが効果的である。また枝打ち

することによって個体サイズのばらつきの少ない

林分構造なり，柱材の収種歩止まりの高い林分構

造ができていく3>･

無節性が高く，年輪構成のすぐれた材を歩止ま

り高く生産するためには植栽密度は高くなる。特

にヒノキは疎植だと枝があばれるので4,000~

5,000本植栽されることが多い。後の間伐，枝打

ちが十分になされればそれでよいが，それらが伴

わない場合，地力の点で重大な問題が生じる。

無手入れの若齢林分は林内が極めて暗く（林内

相対照度が1％以下が多い)，林床植生は皆無に

近くなる。ヒノキの葉は隣片葉であり，落葉する

と隣片がばらばらになり，無植生の傾斜地では降

雨の地表流によって流亡は著しい。その結果Ao

厨は欠亡し，雨滴の直撃の影響が強くなるなど，

土壌侵食が進行するようになる。このことは赤井

氏ﾕ)をはじめ多くの人たちの指摘する，いわゆる

ヒノキ林の地力問題であり，極めて重要な問題で

ある。

写真･1は標高の高い火山灰土壌のヒノキ林で，

高密度に植えられながら若齢期から壮齢期にかけ

て弱度の間伐しかされなかった林分の急斜面の部

分である。無植生で霜柱が生じた表厨が雨に流さ

れやすいことが加わって被害を大きくしているよ

うである。

地力を低下させ，公益機能を損ねる行為は避け

林業技術No.5131984.12
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写真･1表土の流亡の起きた壮齢ヒノキ林
（神奈川県芦ノ湖付近）

ねばならない。いちばん恐ろしいのは下刈りまで

は十分にして成林させ，その後間伐または枝打ち

がなされずに放置された暗黒の林分である。閉鎖

（植栽後10年目ごろ）から40年生ぐらいまでは

非常に危険な状態が続く。その間劣勢木の弱度な

間伐を1，2回やる程度では下層の植生にほとんど

影響はない5)。間伐または枝打ちが行われないの

は労務事情が悪化したからだけではない｡もとも

とそれに関する知識，関心のない人たちが多いこ

とにも問題がある。

先にすべての林分に手のまわりかねる場合には

生産目標に照らして，必要なものには重点的に手

をかけることが望ましいとした。しかし手をぬか

ざるをえない林分でも，林地保全のために林内を

明るくし，気象災害に対して耐性を持たせるため

に切り捨て間伐でも，思い切った間伐を20年生

前後にしておくことは大事である。この場合劣勢

木に偏らず材積率にして30%以上間伐しないと

効果はうすい。

経済林において森林の価値を高める施業とは，

地力を低下させないで，できるだけ質の良い材を

できるだけ多く生産する施業である。それを可能

にする中核の技術は間伐と枝打ちであろう。間伐

はそれ自体収穫量を高めるとともに残存木を健全

にし，林内の陽光量を高め下屑植生を豊かにす

る。枝打ちは主間伐木の価値を高める（間伐材の

価値を高め，間伐実行の原動力を大きくする）と

ともに下層植生を豊かにする。現林分の生産性を

高めつつ地力の永続をはかる，そのための知恵を

林業技術No.5131984.12

結集せねばならない。間伐や枝打ちを中心とする

保育技術の研究はまだまだ必要であるといわねば

ならない。

おわりに

木材であれば売れるという時代はとうに終わっ

た。ヒノキであれば何とかなる時代もすでに終わ

りつつある。だが，ひいき目に見てでなく，木材

は素晴らしい性質を持つ材料である。特にヒノキ

はその最たるものである。代替品の需要開拓，イ

メージ作り，生産流通の合理性に林業サイドが食

い込まれ，押されすぎているのではないか。針葉

樹外材に対しても，外材の生産環境の徹底した解

析が必要であり，それに対応した日本の林業技術

の検討が必要であろう2)。

代替品との競争において，木材は低質なものと

のイメージが強く残されているのではないか。戦

後の住宅難を乗り切った時期の木造住宅に対する

低質なイメージがあり，あるいは基本的に木材に

対するイメージが低いのであれば，それを改めさ

せる努力が何としても重要である。

木材とは高級なものだということを強調し，そ

の中からいろいろな質のものが選べ高くはないん

だということで需要を拡大していくのも一つの手

であろう。話は脱線したかにみえるが，需要の拡

大なくして現在のヒノキ林の取扱いの原動力は生

じ得ない。作ったものは管理されなければならな

い。ヒノキの問題はまさに国産材問題の縮図とい

える。

（ふじもりたかお・林業試験場造林部造林第二研究室

長）
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’ 小林亭夫

山の病気はなぜi譲る
一山医者の嘆き:ヒノキ樹脂胴枯病を例とlﾉぞ

1．はじめに

森林において広く特定の病気が発生するには，少なく

とも次の三つの条件が整うことが必須である。

（1）病気にかかる感受性の樹木が広く分布すること

（2）強力な病原体が存在すること

（3）病原体の伝播に好適な環境が整うこと

かつて昭和30～40年代にかけて，カラマツの大面積

いつせい造林が進められた時，カラマツ先枯病がまさに
り襲うげん

煉原の火のごとく広がり，一大流行病となったのも，こ

の三つの条件がすべて備わっていたからである。幸い，

当時の森林防疫関係者を始めとする林業人の努力による

各種防除対策の措置と，気象条件の変化（寒冷地におけ

る連続的冷夏現象)，さらにはカラマツ新植造林面稜の

減少などが総合されて，さしも猛威をふるった先枯病の

まん延もしだいに小康状態となり，現在にいたってい

る。それでも何年かおきに，先枯病の発生に好適な気象

条件（長くて暑い夏と雨台風の襲来）が来ると，打ち上

げ花火のように各地で先枯病の異常発生が報ぜられ，森

林防疫に携わる山医者たちは，再び流行化のきざしがな

いか常に警戒を怠らずその発生変動を見守っているのが

実情である。

マツ材線虫病においては，(1)(2)の条件は以前からそろ

っていた力ざ，(3)の条件が十分充足されずにいたため，そ

の増勢はかなり抑えられていた。しかし昭和40年代後

半から社会環境の変革を背景として㈲の条件が整い（伝

染源の放置・累積と人為的拡散)，急激に流行病化して

被害地域の拡大と被害量の増大が続いたものである。ま

つくい虫防除特別措置法に基づく集中的防除努力によ

り，被害量が昭和54年ピーク時の約60％までてい減し

たとはいえ，なお年間100万nfをこえる枯損量をかか

え，その鎮静化にはなお多大の労力と経費を必要とする

ものと思われる。

このように，森林病害のまん延については過去に苦い

目にあっていながら，現在，北海道ではトドマツ枝枯病

のまん延がトドマツ造林に重大な影響を与えつつあり，

また，ヒノキ幼齢林においては樹脂胴枯病のまん延が危

ぐされている。ここではトドマツ枝枯病はさておいて，

ヒノキ幼齢～若齢林において優良材生産上の障害として

問題になりつつあるヒノキ樹脂胴枯病について，そのま

ん延と被害を危ぐする理由と1，2の対策を述べ，将来へ

の警告としておきたい。

2．ヒノキ幼齢林の増大一一第一の条件

’

はじめに述べたように，感受性の樹木が広く分布する

ことが，森林病害まん延のひとつの条件である。樹脂胴

枯病の場合，近年におけるヒノキ幼齢林の増大は，まさ

にその発生に最適の条件となっている。図･1に示した

ように，昭和40年代後半から関東以西のマツ林に材線

虫病の流行揃的激化がおこり，おびただしいマツ林がそ

の被害を受けて消滅していった。これらの跡地の多く

は，その後ヒノキが植栽されており，年々の造林面積に

占めるヒノキの割合は，昭和40年の19影からしだいに

上昇し，最近ではスギとほぼ同じ35％前後を占めるよ

うになっている。これは材価の良いヒノキへの志向が加

わっての現象であろうが，いずれにしてもI～Ⅲ齢級

の若いヒノキ林の占める面積が増大したことは(昭和57

年度において全ヒノキ造林面積の45影を占め約100万

haに達した),樹脂胴枯病のまん延に好適な場を作って

きたことになる。

ことに瀬戸内の花崗岩風化地帯や関東の平野部など，

もともとヒノキには余り適さないところでも，マツ材線

虫病被害跡地（いわゆるまつくい跡地）には無理してヒ

ノキを植えている。このような地域では，ヒノキ自体の

生育が悪いうえに，樹脂胴枯漉激発による追い打ちをう

け，再び放置林となりつつあるところも少なくない。

林業技術No.5131984.12
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属）やビャクシン（〃"z秒"'"s属）の仲間にresinous

canker(樹脂胴枯病）を起こして大きな問題になってい

るものである。日本ではヒノキ(C"""(zec""iso〃"sα）

のほかサワラ(C."s”'･の，ローソンヒノキ(C./"('so-

""zの，ネズミサシ（ん"秒c"'s"""(z),エンピッピャ

クシン（ﾉ.〃i垣”α"α)，トショウ(J;co抑""""s)で発

生が確認されているが(佐々 木・小林1975§竹下1982)，

林業上その被害が問題になるのはヒノキであり，あとの

樹種は伝染原としての役割りを持つものといえよう。木

病菌はわが国の天然生ネズミサシ上に広く分布するよう

で，感受性の高いローソンヒノキ病苗木による導入とい

うこともなくはないが，古くからわが国に自生するネズ

ミサシ上に存在した在来の病原菌と考える方がより常識

的であろう。

3．樹脂胴枯病とその病原菌一第二の条件

ヒノキ樹脂胴枯病は昭和48年に新しく記録された病

気で（佐々 木・小林1973)，針葉樹の病気の中では新顔

に属し，一般にはまだなじみが薄い病気であろう。

ヒノキの苗木や幼～若齢木，あるいは生け垣の枝幹か

ら樹脂を流出し，流れ出た樹脂が樹皮表面に白色の樹脂

塊となって固結することが大きな診断上の特徴である。

苗木や小枝では病患部で巻き枯らしになり，その上部が

赤褐色になって枯れることがあるが，大部分は枯れるこ

となく，長年月にわたって枝幹から鋤旨を流出し続け

る。茎紳に多くの病患部を持つヒノキでは，年とともに

幹に|凹凸を生じ，材としての利用価値はなくなる。針葉

の病気と異なって，茎幹の樹皮，形成層を侵して定若

し，年々僅口を少しずつ広げる病気で，いったん罹病し

た場合，治癒する率は低く，また治癒しても材には傷が

残るやっかいな病気である。

病原菌はMb"oc"""α2"zicO7･7zis(CookeetEIns)

Saccardoといって，アフリカ，南米，北米，オースト

ラリア，ニュージーランドなどでイトスギ(Qゆ'･CSS郡s

林業技術No.51.31984.12

4．樹脂胴枯病の伝播一第三の条件

本病菌の伝播様式や経路についてはまだ未解明の部分

が多く，今後の調査研究による実態把握に待たねばなら

ないが，今までの調査観察から推測される問題点を指摘

しておきたい。
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図･2ヒノキ樹脂胴枯病とその病原菌

①罹病当年枝をもつ天然生ネズミサシ②4年生ヒノキ樹幹の症状③8年生ヒノキ梢端部の茎の症状
④樹皮の表皮下に形成された病原菌の分生子届（成熟して裂開）⑤摘原菌の分生子（胞子）

胞子塊上を通過または停留する昆虫などの小動物の体に

付着して伝播する可能性もあるが，重要度は低いものと

思われる。したがって，風や飛しよう性の鳥や昆虫によ

る伝播と比べて，年閲の分散拡大距離は比較的短い範囲

林業技術No.5131984.12

本病菌は病患部の枯死樹皮上に子実体（分生子層）を

形成し，粘性の胞子塊（黒色）を樹皮表面に押し出す。

この胞子塊が雨水に溶けて樹皮上を流下し，また雨のし

ぶきとともに周りに飛散して伝播する（天野ら1976)。
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にとどまる。しかし，病原菌密度は感染罹病樹を中心に

着実に累積増大する。

マツ林の枯損跡地やその周辺にはネズミサシの自生し

ていることが多いが，これらの天然ネズミサシのほとん

どは樹脂胴枯病に汚染している。ネズミサシはヒノキと

異なり発病部位は当年新梢にほぼ限られるため，樹冠の

梢端部が伝染源となり，胞子を含んだ雨の飛散範囲はネ

ズミサシの樹高によって変わってくる。天野ら（1976）

の調査例によると，植栽7年後のヒノキ造林地において

林縁に存在する’本のネズミサシ(高さ12m)を中心と

して，半径40mをこえる半円形の罹病地域を生じてい

た。とくに感染源に近い半径10m以内の若木は,枝幹の

多数の箇所から鋤旨を流出し激害の様相を呈していた。

いつぽう，苗畑においては本病に汚染したヒノキまた

はサワラの生け垣（防風垣）力輔木への伝染源となる。

床替苗畑を取り囲むこれらの汚染生け垣に近い苗木は，

本病菌の胞子を含んだ雨のしぶきを受けて感染する。感

染した苗木は小枝や茎から樹脂を漏出する程度なので，

掘取り山出しにはほとんどチェックされることなく，そ

のまま造林地に持込まれ植栽される。そして植栽後，持

込まれた病苗木を中心にして周囲に伝染し，しだいに罹

病樹が点から円状に増えてゆく。

かつてカラマツ先枯病が病苗の新植により急速に被害

面積を拡大していったが，今またヒノキ樹脂胴枯病が，

病苗の新植により拡大を続けているのである。人為によ

る病苗の移動は，植物防疫の立場からは種苗伝播といわ

れ，病原体の伝播の中では最も拡散範囲の広い悪質のも

のとして，植物病理学鯛病学も含む)の教科書には常に

幾つかの実例をもって示されている。ヒノキ樹脂胴枯病

罹病苗木の新植造林地への持込みが今後なお続いてゆく

ならば’厳しい状態にある林業経営にさらに苦しみを積

重ねる源になるであろうことを訴えて本文を終りたい。

刊行のお知らせ ←

5．防除対策

上述のように，水病は病苗木の処女地（新植造林地）

への持込み植栽による伝播拡大と，造林地内または周縁

に残存する罹病ネズミサシからの伝播と，二つの大きな

伝染経路があるようである。したがって，本病の広域的

なまん延を防ぐ第一は，ヒノキ蕊成畑ではヒノキやサワ

ラの生け垣（防風垣）を他の樹種，たとえばイヌマキや

マサキなどに転換することである。無病健全繭の山出し

がまず基本であって，本病の汚染生け垣を放置して苗木

に対する薬剤防除を考えるのは木末転倒といえよう。こ

とに本病の場合，病苗木の検査による抽出が比較的難し

く，見逃しが出る確率が筒いので，ヒノキ謎成畑におけ

る伝染源の完全除去が望ましい。苗畑敵地内に植栽され

ている他の感受性樹種を除去することもこの処憧の中に

含まれる。

造林予定地およびその周縁に残存するネズミサシは伐

倒し，樹冠の枝葉はまとめて焼却する。本病菌は伐倒放

置したネズミサシの小枝上にかなり長く生存すると考え

られるので，単に伐倒しただけでは伝染源の除去にはな

らないからである。

（こばやしたかお・林業試験場保幽部樹病研究室長）
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ﾋﾉｷ林の造林限界に関する史的考察

はじめに

昭和30年代後半から，わが国の高度経済成長

を背景に住宅ブームが展開するに至ってヒノキ材

の需要は年々増加し，銘柄材「東漉ヒノキ」の誕

生をみるなど，良質材を主流に材価の高脆をもた

らした。一般農林家は自然発生的にヒノキの造林

志向が強くなり，多雪地帯でも盛んに造林が行わ

れるようになった。ところが，昭和45年から昭

和49年にかけて岐阜県北部の飛騨地域を中心と

した多雪地帯では，3～8年生のヒノキ幼齢木が

大量枯損し，被害面穣約1,015ha,被害額およそ

5億円余に達した。蕊者らﾕ)'2)はその原因を追求

して，湿雪でかつ多雪の飛馴1地域のヒノキ造林に

は北限があることを実証した。すなわち，吉城郡

神岡町船津・古川町杉||術・大野郡清見村二本木・

荘川村牛丸を結ぶおおむね最深積雪通150cmラ

インがそれであって，この線以北がヒノキ造林不

可能地域であり，この線と殻深讃雪強100cmが

ヒノキ造林要注意地域，簸深職雪最100cmライ

ン以南がヒノキ造林可能地域という区分を提示し

た。

そこで，筆者ら3)'4)はさらにこのヒノキ造林の

北限を史実から裏づけるために近世の古文醤の解

読調査を行い，ヒノキ造林の北限を史的な見地か

ら考察を試みたものである。

1．近世飛騨国の造林

天正13年（1585）金森長近は飛騨国（現一市

三郡）を平定したその恩償として，翌年秀吉より

飛騨一国を与えられ入封した。その後慶長5年

(1600)に関ヶ原戦の功により二代目金森可重は

引き続いてこの国を統治することとなり，通算

100年余にわたって山林に意をそそいだ領国経営

が行われてきた。ところが，元禄5年（1692）飛

騨の山林資源に目をつけた江戸幕府は城主金森を

出羽の国へ移封し，飛騨一国を「天領」とし，幕

府の直轄地にした。当時の金森浪人84人を地役

人に召抱え，天領の山林施策の基礎づくりを行っ

た。

天領飛騨国における造林の歴史は古く，文学博

士所三男氏5)，『岐阜県林業史』(岐阜県編纂)の執

筆者田上一生氏‘》によれば，享保6年（1721）に

は岐初の強制的植樹令が発せられ，スギ，ヒノ

キ，サワラ，クロベ(ネズコ)，ヒバの苗木10,181

本の植付が村々に義務づけられた。このようにし

て従来の掠奪伐採は造林を併用した計画的伐採

へと方向の転換がみられた。さらに，延享3年

(1746)6)には村割，石高割，人別割にした第2回

目の植樹令が出され，スギ，ヒノキなど5樹種の

苗木34,312本力蛍毎年植付られるよう村々 に義務

づけられた。

次いで，課役的な家別（人別）の苗木の植付を

実施するなど，歴代の飛騨代官（1777年以後飛騨

郡代）は造林事業を強力に推し進めてきた。そし

て，その後，文化，文政，天保と3回にわたり，

これらの造林地についての成績調査も実施するな

ど，「木の国勢調査」ともいうべき立派な業績資

料を後世に残している。

2．天保の人工林資源

これらの成績調査の中でも，もっとも大規模か

つ詳細にわたって取りまとめられた天保15年

材鍵技術No.5131984.12
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(1844）の『御林山内ケ所附帳文書』（略「天保箇

所附帳」という。岐阜県歴史資料館所蔵｡）71冊

について古文書調査を行った。

この資料は自然生林（天然林)，御植木場（人

工林）別に記載させている。このうち，御植木場

についてみると，写真･1の古文書に示すように

植栽場所，樹種別成立本数，目通周囲，調査年月

日，調査責任者が詳細に記録されている。

これらの資料に基づいて郡，郷，札字，小字

別の全造林地の箇所，さらに，樹種別の目通り周

囲区分別（小苗木，小苗木～30寸下，10～65寸

下，30～80寸下）の成立本数を調べた。その結果

は表・1のとおりである。

表･1より，全造林地の箇所数は1,123カ所,造

林木の成立本数は315,109本で，そのほかに数不

知が135カ所，少々有が4カ所であった。このう

ち樹種別成立本数が確定している239,623本につ

いて，その樹種別本数割合をみると，ヒノキが37

％，スギが23％，アカマツ，ヒメコマツが11％，

クロベ，モミ，ヒバ，ツガ，コウヤマキのその他

針葉樹が3％，クリ，ナラ，ケヤキ，トチノキ，

ブナ，シラカンバ，ハンノキ，クヌギの広葉樹が

10％であった。

各地域の樹種別成立本数の特徴をみると，飛州

北方山，小騰利郷，小鳥郷（略「飛州北方山」と

いう。飛騨北部の多雪地帯）ではスギのウエイ

トが高く，次いで広葉樹となっているが，飛州南

方山（飛騨南部の少雪地帯）ではヒノキが圧倒的

に多く，次いでサワラ，マツ類となっている。こ

の両者の中間地帯（高山市および同市の近郊地

帯）ではマツ類，ヒノキ，スギが同程度の成立本

数を占めている。

3．天保のヒノキ造林の北限

ヒノキ全造林地についての調査結果を表・2に

示す。

このヒノキ造林木は目通りの太さから判断し

て，飛騨国第1回植樹令享保6年（1721）などに

よって植えられたものであることは，文政12年

（1829）の「飛州村々の植木場所木品員数留帳文

書」（田上一生氏調べ)6)からも容易に推定でき，

したがって，林齢120年余のものもあったことに

なる。これらの造林木は毎年厳しい管理のもとに

育てられたものである。例えば造林地に名札を立

てて植生を明らかにし，地役人が毎年巡村のとき

検査し，代官が検見の折に見分けを行い，不成績

造林地については補植や改植などの処置を構じて

いる6》。これらの成林した一部のヒノキは江戸城

西の丸炎上に伴う造営用材として飛騨国の山林か

ら伐採された例（田上氏調べ)7)にも見られるよう

に幕府の御用木として伐採され，再造林されたも

F
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表･1天保15年御林山内箇所附帳御植木場集計表（1844年改）
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注l)樹種別の成立本数が硫定できないものは除外した。例：杉○○本の内，数不知など

2）郷数柵の（）は照蓮寺領を含む

3）村数欄の（）は山無しの村数を含む
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表･2天保御林山内箇所附帳桧御植木場集計表（1844年改）

御植木場槍御木場｜御木場’桧成立本数（木）
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注1）成立本数が確定できないものは除外した。例，4噛木○○本の内，小苗木数不知など
2）（）は照蓮寺領を含む

障害があると推定される吉城郡，大野郡のみにつ

いて行った。その結果は写真･2および次ページ

の図・1のとおりである。

表｡2より，造林地の箇所数に占めるヒノキ造

林地の箇所数の割合を郡別にみると，吉城郡では

33％，大野郡では46％，益田郡では73％とな

る。また，1箇所当たりのヒノキ造林木の成立本

数を郡別にみると，吉城郡では53本，大野郡で

は101本，益田郡では239本となる。さらに，ヒ

ノキ造林木の総本数を郡別割合でみると，吉城郡

8％，大野郡18％，益田郡74％となる。

これらのことから，飛州北方山ではスギ，ク

リ，ケヤキなどを中心とした造林に力点がおか

れ，ヒノキ造林は当時からすでに適地造林という

配慮がなされたことも想像される。すなわち，ヒ

ノキ造林地の箇所数も少なくかつ成立本数も少な

いことから判断して，造林規模が小さかったかも

しくは成林率が低かったと推定される。

一方，飛州南方山ではヒノキ造林地の箇所数が

圧倒的に多くかつ成立本数も極めて多いことから

判断して，ヒノキ造林にはかなりの力点がおかれ

ていたことがうかがえる。

写真･2より，飛騨地域のヒノキ造林の適地域の

限界が東高西低のかたちで示されている。図面か

ら詳細に読みとると，図･1に示すように，ヒノキ

造林の北限界は吉城郡上宝村金木戸・双六・神岡

町和佐保・吉田・山田・古川町太江・高野・河合

村舟原・大野郡清見村二本木・荘川村六厩・猿丸

を結ぶ線となる。また，ヒノキの大径木のプロッ

トの密度の高い箇所がヒノキ造林安全地域だと考
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写真･2天保15年ヒノキ造林の分布と北限

・目通り周囲10～35寸下のもの1摺斬10本以上
●目通り周囲30～80寸下のもの1箇所10本以上

のであると考えられる。いずれにしてもこれらの

資料から天保年代当時におけるヒノキ人工林の生

育の現状を知ることができる。ちなみに，名古

屋営林局小坂営林署の赤沼田国有林にある「天保

林｣は天保年代に植えられたもので,現在林齢150

年生の林分で学術参考林として保存されている。

このようなヒノキ造林木が天保当時成林していた

と想像される。

これらのヒノキ造林地の中で生育が安定したと

認められる壮齢木の10本以上の集団林分を抽出

し，目通り周囲10～65寸まで，30～80寸までの

太さ別に分けて「飛騨国図」の図面にプロットす

るいわゆる疫学的手法を試みた。このプロットの

対象区域は多雪地帯でヒノキの成林になんらかの
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鷲

I
ノキ造林の北限に関する史的考察を試みた

が，江戸幕府の260年余にわたる永い歴史

の中で培われた造林施策は，多雪地帯にお

ける森林立地環境をも適確に考慮しなが

ら，卓越した造林技術が投入されていたこ

とが容易に想像され驚嘆せざるを得ない。

また，元禄5年（1692）から今日に至るま

で貴重な古文書資料を後世に残してくれた

先人たちに深く感謝の念をいだくものであ

る。

蕊者らは現在岐阜県寒冷地林業試験場の

研究課題の一つとして「奥美濃・揖斐地域

におけるヒノキ造林の限界」を解明中であ
図・1天保15年ヒノキ造林の北限

符号内容るが（これによって岐阜県内のヒノキ造林

凡］23ヒノ挙識の北限轄羅姦融棚錨の北限の線引きが完結する)，このような
鶏:§,Wi9:二本木,10: 積雪環境と林分の生育限界との関係などの

エⅢⅢﾋﾉｷ造林の安全限界￥蕊昇段諦冊濡鎚検討において,古文書資料の解析は今後大例■一■一■
Ⅶ:験ケ洞,Ⅷ:巣ﾉ俣，Ⅸ:楢いに活用されるべきものと考える。谷,X:大原

えると，その安全限界は吉城郡上宝村栃尾・長倉なお，この小論をまとめるにあたって，古文書

・神岡町野首・上宝村蔵柱・国府町八日町・下瓜からの解析について示唆をいただいた岐阜県郷土

巣・大野郡清見村牧ケ洞・巣ノ俣・楢谷・大原を資料研究協議会員田上一生氏，古文書資料の閲覧

結ぶ線となる。にご協力いただいた岐阜県歴史資料館長角竹弘

ここで注目すべきことは，ヒノキ造林の北限界氏，田上一生氏のご助言を得ながら古文書の解読

と安全限界との間にある地域ではほとんどヒノキをいただいた岐阜県歴史古文書研究会員小嶋敬三

が生育していないことである。すなわち，この地氏ならびにこの小論のまとめにご指導をいただい

域でのヒノキ造林は森林立地環境や森林施業の方た東京大学腿学部教授筒井辿夫氏および当林試。

法について特別の配慮がなされないと不成林の危 竹の下場長の方々に深く謝意を表する。

（なかがきゅうぞう･岐阜県寒冷地林業試験場）険性があることをはっきり物語っており，現に近
育林科長

年頻発したヒノキ幼齢木枯損はヒノキ造林安全限
引用文献

界（最深稜雪量100cm)以北で発生しているこ
1）中垣勇三・外2名：1971,日林中部支講演集，20

とを思い起こすことができる。
2）竹ノ下純一郎：1972,森林立地，1，森林立地懇話会

これらの限界線は，先に述べた昭和46年度の3）中垣勇三・外2名：1984,日林学会大会論文集
4）中垣勇三・外2名：1984，岐阜県寒冷地林試,研究報告，

調査結果とほぼ一致し，さらに,文政12年(1829）
7

の植木場の調査結果から解明した桧造林北限図5）所三男:1982,近世林業史の研究,吉川弘文館

(田上氏調べ)7>ともおおむね一致する。このよう6）田上一生:1979,近世浪飛林業史,岐阜県山林協会
7）田上一生：1984，岐阜県林業史上巻（飛騨国編),岐阜県

に，この限界線は現代に生育するヒノキ林分と文、岐阜県山林協会
政，天保年代のヒノキ林分の両時代の調査資料に

〔訂正〕本総11月号("512号)会員の広場「よい苗木とは何

よって喪づけられたことになる。か-鉦的表示に疑問」（投澗.海藤精一郎氏)に誤りがありまし
たので次のように訂正いたします。

むすび
P.44左段下から7行目(1)徒長苗一→(1)普通苗

今回，近世飛騨国に関する古文書の資料から上〃〃‘1〃(2)普通苗_→(2)徒長苗

材錐技術No.5131984.12
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原田文夫 ’

ﾋﾉｷ天然更新施業
－ﾋﾉｷ林施業の歴史的経過とこれからの天然更新施業一

1

11
はじめに

ヒノキの天然更新の成果としては木曽のヒノキ天然林

が最大であろう。明治に入り尾張藩から官林に編入され

たヒノキ天然林は木曽と裏木曽3カ所を含めておよそ7

万4千11aであった。

現在のヒノキ天然林の樹齢は林分によって差はある

が，250～350年が多く，ほぼ一斉更新による成林と推

測できる。天然更新の成果は，木曽がヒノキの生育に適

した立地であり，さらに近世前半の伐採方法がたまたま

天然更新の条件を整えたからであろう。

この成果に対して昭和前期の25,00011aに及ぶ択伐は，

大半で更新成果をあげられなかった。

ヒノキの天然更新については，その立地と森林の椛

成，下厭植生などによって難易性がある。したがってこ

れらの実態に適応した更新条件を躯えることによって天

然更新は可能となる。さらに事業としての効率性と経済

性を考慮する必要がある。

更新をはかるためには各種の条件がある。しかしヒノ

キの生育に適する立地であるならば，照度管理が重要で

ある。上木の伐採方法と地床整理によってヒノキ雅樹の

生育を促す照度条件を整えることである。

木曽ヒノキ林の成立および昭和前期の択伐などの歴史

的経過を探り，ヒノキの生態的特性を考腫してこれから

のヒノキ天然更新施業について述べてみたい。

1．木曽ヒノキ林の成因

現在の木曽ヒノキ天然林（以下ヒノキ林と略す）の樹

齢は250～350年に集中している。

このヒノキ林を原生林であるとか，江戸時代からの択

伐的伐採で続いてきたとか，または植林ではないかなど

の見方がされた。筆者はヒノキ天然更新法研究の一環と

して，ヒノキ林の状態および樹齢機成調査と近世の木曽

林業史などを照合し，ほぼ一斉更新に類似する天然更新

で成林したと推測した。

1）強度伐採

木曽の木材大量生産は，天正18年（1590）に豊臣秀

吉が木曽を領有してから始まる。慶長5年（1600）秀吉

の没後に徳川家康が領有してから木材生産量はさらに増

加した。

元和元年（1615）に尾張藩が木曽を譲り受け木材生産

量は，ヒノキその他の樹種を加えて年に20～30万nfと

なり，木曽川を流送し，名古屋，江戸，京都，大阪方面

に輸送された。

近世に入るころには，西日本各地のヒノキ・スギ・コ

ウヤマキの天然林はほとんど伐り尽くされ，木曽とその

周辺地帯でヒノキ材を集中生産した。

1590年から1750年ごろまでの木材大量生産のため強

度伐採をした跡地に天然更新して成林したのが，現在我

我が目にするヒノキ林である。

その伐採方法は，木材として利用価値が高い胸高直径

32cm以上の良材をほとんど伐採した。森林の構成など

から推測して伐採率は80～90％で,30cm以下の細木お

よび不良木を伐り残した。

強度伐採の跡地に数年後稚樹が生育し，幼齢林から壮

齢林と生長した。近世初期の更新林と中期の更新林では

150年の林齢差がある。早期に更新した森林は，御料林

時代に始まった皆伐，入植でヒノキ人工林となったため

に400年生前後のヒノキ天然林は現在見ることができな

い。

江戸時代の中期には，木材の大量生産によってヒノキ

資源量が減少したことから，木材生産量が低下し，宝永

6年（1708）以降は，住民の木曽五木の伐採を禁じるな

どの厳しい保護政策をとらざるを得なかった｡1750年以

降は強度伐採ができる森林はわずかになり，天然更新林

の上木にある強度伐採の際に伐り残された木とか，更新

木で生長の良い木を抜き伐りするようになった。

2）強度伐採と更新の条件

林業技術No.5131984．12
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近世の前半に行われた強度伐採によって74,000haに

わたるヒノキ天然更新が成功した。この伐採は木材利用

を主体としたが，結果的には更新成果にむすびついた。

当時は伐採すればその後に森林が再生するという思想

はあったろうが，特に更新を意図しての施業を行ったわ

けではない。強度伐採が天然更新の条件をどのように整

えたかを推測してみる。

ア．樹冠が大幅に疎開し，林内照度が高くなったこと

からヒノキ稚樹の生育が可能になった。また伐り残し木

の結実が良くなった。

イ．現在木曽ヒノキ林の大半にチマキザサが密生して

いる。しかし近世前半には，閉鎖した森林が分布し，サ

サがないか，またはきわめて少なかった。このため伐採

跡に早期更新が可能となる。

ウ．木材の山出しは人力であり，それが林床のかき起

こし的な効果をもたらした。

なお18世紀に入ってからの住民に対する木曽五木の

伐採規制によって，五木以外の樹種を多く伐採したこと

が保育効果をもたらした。

ヒノキ稚樹が生育するた強には，高い照度が必要であ

り，閉鎖して下層植生の少ない森林で強度伐採が行わ

れ，ヒノキ更新の照度条件を整えたことにより，現在の

ヒノキ林成立につながった。

2．昭和前期の択伐

御料林時代の昭和10年から実行した択伐は，国有林

に編入された後昭和30年まで続けられた。その面積は

およそ25,0001mである。

皆伐から択伐への転換は，ドイツ林学の影響を受け，

皆伐，人工造林による山地保全およびヒノキ生育不良な

どの反省にたって導入された。また江戸時代の抜き伐り

が択伐的効果としてヒノキ林成立にむすびついたと評価

し参考にしている。

御料林時代には近世前期の木材大量生産時代の文献が

乏しく，強度伐採によるヒノキ林の成立がむすびつか

ず，後期の抜き伐りを重視したことからその評価を生じ

たものであろう。

昭和前期の択伐は，輪伐期を120年，択伐率30影を

基準とし，ヒノキの比率を高め，ヒノキ後継樹を育てる

天然更新を主体としている。

昭和10年から木曽全域に逐次択伐を進めた。昭和18

年から20年にかけては戦時特別伐採が加わり，択伐率

30％を越える伐採が行われた林分もあり，択伐量は計画

量よりも増加した。

林業技術No.5131984.12

更新に対する地ごしらえ，保育などは労働力の減少か

ら手抜きとなり，天然更新および植栽によってヒノキが

生育した林分は一部にとどまった。

ヒノキ林の大半にササが分布し，択伐で樹冠が疎開さ

れても，ササ処理が不十分であれば，林床の照度は1～

2％でヒノキなどの稚樹は生育できる状態ではなかっ

た。またササのない林床では赤沢ヒノキ林に見られるよ

うに，下屑にヒバが生育するか，広葉樹，潅木が繁茂

し，ヒノキの生育はむずかしかった。択伐であっても，

林床が盤理されたならば，ヒノキ稚樹はある程度の生長

は可能であり，結論的には照度管理不足となった。

3．赤沢ヒノキ林の下層ヒバ林

木曽の赤沢ヒノキ林は木曽を代表する森林である。ヒ

ノキ林の面積は1,04611aで，中央部は学術参考保謹林と

して39711fl,この周辺から奥地は大材保存林64911aとな

っている。またこれらと重複して自然休養林510haが指

定され，森林浴利用が加わり，近年訪れる人が多い。

赤沢ヒノキ林は御料林時代に神宮備林に指定され，神

宮備林施業が行われた。この施業が下層ヒバ林の形成に

大きく関与した。神宮備林施業とその後国有林編入後の

択伐が続けられたが，台風被害木処理のため一部で皆伐

された以外は，昭和40年以降計画的な伐採は行われて

いない。

ヒノキの樹齢は250～310年が多い。江戸時代の寛文

5年（1665）に留山になったが，その後30年ぐらいを

経過して強度伐採が行われた。その伐採跡地に更新して

成林したと推測できる。江戸時代の後期に上木の抜き伐

りが行われ，御料林時代の大正5年（1916）から昭和20

年まで神宮備林施業として択伐が繰り返えされた。

赤沢の平均的林分は，ヒノキの材積比率は80%,ha

当たり本数は200本，材積400減である。平均胸高直径

46cm,平均樹高25mで，中には直径が80cmを超え

る大木も点在している。また奥地林の一部にはha当たり

の材積が1,000”を超える森林もある。

1）下層ヒバ林の分布

ヒノキ林の大半に下層ヒバ林が形成され，木曽でも特

異な状態である。このヒバをそのまま放置すれば，将来

上層もヒバに占有され，ヒバ林に推移する可能性があ

る。

このヒバ林を自然的な植生の遷移過程であるという見

解の人も多い。しかしその経過を探ってみると神宮術林

施業という人為的なものと言える。

下厨ヒバの樹高は2～51nが多い。1xn以上のha当た
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はヒバ稚樹の生長を促すことになり，ヒノキが生育する

余地はなかった。神宮備林施業の実行段階で，林床を覆

うヒバ稚樹を問題視して，ヒバ処理を実行した例もあ

る。しかしヒノキ稚樹の保護を考慮して全部のヒバをカ

ットしなかった。

昭和16年以降は戦時に入り，ヒバの整理は行えなか

った。備林施業の択伐は計画どおり進められ，さらに戦

時特別伐採が加わり択伐量は増加した。

択伐によって樹冠の疎開力乱進み，ヒノキ雅樹の生育を

はかるねらいであったが，結果的にはヒバ稚樹の生長を

促し，現在の下層ヒバ林が成立した。

4．ヒノキの天然更新施業

天然更新の条件については，気象害，菌害などの防止

を含めて種々あげられている。しかしヒノキが生育でき

る立地であるという前提があれば，その更新と生長に最

も重要なのは照度管理であると考えられる。この問題を

重点にとりあげる。

1）照度管理

樹冠が閉鎖したヒノキ林の林内照度は5～7％であ

り，疎林になるにしたがって照度は高くなる。ヒノキが

発芽して10年程度生育できる照度は5～10影である。

この稚樹が幼木として生長するためには,20～30%の

照度が必要であり，30％を超えればより生長は良くな

る。

下層植生が繁茂していれば，上層の樹冠が疎開されて

も林床照度は5％以下である。下層植生を処理すること

を前提にして上木をどの程度伐採すればよいかを計算す

る。

照度には樹冠面溌が関係し，樹冠面積と胸高断面積は

比較的関係が高い。上木伐採による照度のコントロール

は，胸高断面職合計（以下断面積と略す）を基準とすれ

ば，おおよその検討がつく。

林分材積を基準にすれば一般的には計算が容易であ

る。しかし林分の断面積と材積の関係は，樹高生長によ

って異なる。1n2とnfという単位は異なるが断面積の数値

に対し林分材積10～13倍という数値になり，この比率

差を考慮すれば材積を基準として，伐採木，保残木を計

算できる。

断面積と林分材積の比率が1：12であれば，断面積

301n2の保残木は，材積で360派となる。この比率がわ

かれば，保残木量を材積で示せる。

照度管理を重視するならば，伐採率を何パーセントに

するかというよりも，保残木の断面積または材積をどの
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図･1下層ヒパの胸高直径と樹齢

りの本数は3,000～10,000本で，樹高，本数にバラツキ

があるのは，地形と上層林冠などによる差である。閉鎖

した林分は樹高が低く，疎開した林分は樹高が高い。

また疎開した沢沿いなどには，ミズナラ・ホオノキな

どが優占し，ヒノキ幼・稚樹も見られる。

下層ヒパの樹齢分布の一例を図・1に示した。樹齢は

70～100年が多い。

2）神宮備林施業

明治39年（1906）に神宮備林に指定され，大正5年

（1916）から昭和20年まで択伐が実行された。この間

に伊勢神宮の御遷宮材を2回伐出している。

神宮備林施業は，神宮の20年ごとに行われる御避宮

用材を永続的供給を目的として，ヒノキ不良木，ヒバ・

サワラその・他広葉樹を整理伐して，ヒノキ良木の生長を

促し，後継ぎのヒノキを育てる択伐林型に誘導する施業

である。

各ヒノキ林で8～10年の間隔で弱度の択伐を行い，3

～4回繰り返えされた。神宮備林施業が開始されてから

60～65年経過している。下層ヒバの樹齢は70～100年

が多いことから，施業開始時の閉鎖した林床にすでにヒ

バが生育していた。ヒバは耐陰性が強く，ヒノキが生育

できない暗い林内で生育し，伏条更新で個体を増すとい

う特性がある。林内照度5～7％程度の林分で初回の択

伐10～20％が実行されたことによって照度は10％程度

になる。このためヒパ稚樹は生長し個体を増すようにな

る。

10影程度の照度があればヒノキは生育できる。しか

し林床を覆うヒバのために，ヒノキは発芽してもそのほ

とんどは枯れてしまう状態となった。

択伐が繰り返えされ，林内照度が高くなっても，それ
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程度にするかを基準とし，この基準から伐採木量および

伐採率を計算するのが妥当であろう。

林内照度を30～40形にするにはヒノキ林の断面積は

30～401n2程度である。ヒノキ人工壮齢林では枝葉量が

多いことから20～30In2程度である。伐採後数年で枝葉

量は増加し，それに伴って照度は低下する。次回伐採を

10年または20年後という計画を立て保残木量をどの程

度にするかを計算することになる。しかし30％前後の

照度であれば，稚樹の生長に照度がそれほど微妙な影響

を与えるわけではないことから，それほど厳密な計算は

必要としないであろう。また照度測定の技術的な問題も

あり，およその目安をつけるということでよさそうであ

る。

2）複層林施業

上木ヒノキ，下木ヒノキの二段林型の複層林は，漸伐

的施業が適している。前項の照度管理で述べたように，

30％程度の林内照度になれば，一斉更新でヒノキ稚樹

が生育できる。

点状伐採を原則としたい。点状伐採は伐出がむずかし

く，皆伐に比べて伐出費が掛り増しになるなどの理由で

積極的には行われていない。しかし1,000nfまた2,000

nfというように皆伐と木材俳産量を同じくしてその収支

を計算すれば，むしろ漸伐のほうが有利となる場合が多

い。

造林の問題としては，雅樹の生育状態を見て，雅樹の

少ない部分に補植するなどの対策が必要である。

天然更新では稚樹がha当たりで数万から十数万という

本数となり，このなかで淘汰され残されたヒノキが成林

すれば,3,000～4,000千本の植付けられたものよりも，

形質，材積生長もすぐれるという利点がある。天然更新

は造林費の大幅な節減をねらいとするよりも，すぐれた

林をつくることに目を向ける必要があろう。天然更新の

地ごしらえは，結実年に合わせて実行することによって

その成果が得られる。伐採前地ごしらえの必要性も出て

くる。

ササ密生地では，塩素酸ソーダ系などの薬剤処理が条

件となる。また稚樹の生長に合わせて，潅木，広葉樹な

どの伐除は手抜きできない。

ヒノキ天然林，人工林ともに二段林施業として漸伐的

伐採を行うことは，皆伐，入植に対して経済的に劣るも

のではなく，伐採木，保残木の選定などに工夫し，さら

に効果的な集材を行うならば，施業対象地を拡大できる

可能性は大きい。

林業技術No.5131984.12

3）赤沢ヒノキ林の永続施業

赤沢ヒノキ林の永続をはかる施業としては，前項まで

に述べたように，二段林造成からはじめる必要がある。

森林形態を大幅に変更しないという前提条件が必要であ

り，下層林の形成も数十年を超える年月を見込み，上木

枯損のための予備軍を育てるという特殊性がある。

－般の施業対象となるヒノキ天然林およびヒノキ人工

壮齢林は20～30年で下層林を形成する計画とするが，

稚樹の生長が遅れても，枯損が多くならない程度の照度

管理でよいと割り切る必要があろう。どの程度の保残量

で後継ぎのヒノキが育つかをたしかめるために，当面10

haの実験林を設定し，昭和59年2～3月に3haの初回

伐採を実行し，本年の結実に備えて下層ヒバを全部伐採

する地ごしらえを実行した。59年の冬にかけて3.511a

の伐採を予定し，さらに60年の冬に3.5haの伐採を計

画している。

保残木量は断面積を1ha25In2,30m2,35nfに区分し

更新成果を見ることにしている。

まとめ

木曽ヒノキ林の成因と昭和前期の択伐など歴史的な施

業経過を探って更新の成果を比較した。

この比較で短絡的にこれからの施業にむすびつけるわ

けにはいかないが，参考例としては注目できるものであ

ろう。天然更新施業はヒノキの生態的特性を理解し，立

地と上木の構成，下層植生の状態を検討して，更新の条

件，特に照度管理を重視して伐採方法および林床の整理

などを計画する必要がある。また当然のことであるが事

業の効率性と短期および長期の収益関係を検討し，更新

の成果と収支関係の向上をはかる必要がある。

複層林施業は森林形態と更新を重視するのは当然とし

ても，直接的な収支関係を向上させる可能性がある。皆

伐との経済比較などについては紙面の関係で省略してお

り機会を見て述べたい。

要は，森林のもつ公益的機能を維持する利点と併せ，

経済的にも皆伐に劣らないならば，複層林施業はさらに

拡大できると考えられる。

（はらだふみお・前長野営林局計画課）

引用文献

原田文夫：1）日林講89回「木曽ヒノキ林の成因について｣，

2）90回「木曽ヒノキ林の歴史的経過と森林職成｣,3）95回「赤

沢ヒノキ林におけるヒバ下層林の形成について」



23

一一一‐ｰ_＝＝~‐‐~＝~一二口~…一
一

‐

全国林業試験指導機関の紹介睡匪壷丘▲匹匝

である。

（2）施設

現有の主な建物は，本館6231n2,展示館1,141nf,林

業機械研修舎23311f,宿泊所3361n2,ミストハウス961112,

材質試験舎67nf,水耕栽培舎3411IP,実験棟その他512

nl2,合計3,042mZ。また，木造建築物は椎茸不時栽培舎

20n12,倉庫兼作業所1001112,器材庫27nl2,その他143

1112,合計290m2である。

用地は，建物敷地1.23ha,苗畑1.2611a,採職穂園・

試験林14.12ha,樹木公園27.1611(1°そのほか場外用地

としては，珠洲市宝立町にアテ天然林4.611a,マツタケ

試験地1.411aなどがあり，場有地の合計而職は49.77ha

である。

3．試験研究

昭和59年度の試験研究課題数は，国補6課題，県単

23小課題である。また，試験研究総予算額は13,151千

円であるが，そのうち国補試験事業費は47筋，県単試

験事業費は53％程度の割合を占めている。以下，試験

研究課題の概要について説明する。

（1）林木育種に関する研究

本県のスギ精英樹，在来スギ品種を対象にした枝幹特

性や樹下植栽に適する材料を見いだすための耐陰性検

定，およびヒノキ優良木の追加選抜，アテ天然林の植物

生態調査などを行っている。

（2）育林，育苗技術に関する研究

人工林雪害の育林的防除技術の確立に関する基礎調査

（国補システム化）をはじめ，県内外の耐雪性スギ品種

を対象にした現地適応性の険討。さらにスギ除間伐方法

や保育形式の比較，有葉広葉樹の育成に関する試験など

を行う。また，林業苗畑で土壊改良資材を施用し，土壊

養分の消長や苗木の栄養状態を鯛べ育苗技術の向上を図

る。

（3）病虫害防除に関する研究

マツの枯損被害パターンをもとにした新たな防除技術

の実用化に関する調査（国補システム化）では，マツノ

マダラカミキリ，マツノザイセンチュウ，マツの相互作

用を組み込んだシミニレーションモデルを作製する。ま

林業技術No.5131984.12

17.石川県林業試験場
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1．はじめに

石川県林業試験場は，石川郡鶴来町獅子風高原の麓に

位置し，昭和37年4月に設立された。以来’20年余の

歳月にわたり，地方的な色彩の濃い試験研究テーマを取

り上げ意欲的に取り組んできた。その間，林業発展のた

め行政と一体になった研究を進めており，特に昭和56

年度に策定された石川県林業振興ビジョンと林家のニー

ズをふまえた試験研究を実施しているが，林業関係者の

みならず一般県民の人々にも親しまれる県林試として研

究奉仕することを基本方針にしている。

なお，昭和58年5月には天皇陛下のご来臨を仰ぎ’

第34回全国植樹祭お手まき行事式典が当場の樹木公園

で厳粛に開催された。全国各地から多くの人たちが参加

された記念すべき年であったが，時期同じくして県林試

創立20周年にも当たり誠に意義深いものがある。

2．組織・施設

（1）組織

一職務課：庶務会計，財産鞭務全般（5名）

‐繍譲灘総騨溌瀞
場長-次長--瀞職雛磯熟雛)土壌肥
一欝瀦織鶴特用林窪‘林業経営に
一群灘聯所:研修'鱗習の企爾実施，

現在の組織内職員定数は'9名であるが，ほかに非常

勤嘱託，名，臨時職員4名が配憧されており総員24名
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樹木公園内にある展示館

た，スギ・ヒノキ穿孔性害虫被害の防除に関する総合研

究（国補大型プロ)，マツノマダラカミキリ成虫密度と

マツ枯損量の量的関係に関する試験，ヒノキ漏脂病に関

する調査などを行っている。

（4）特用林産物の栽培に関する研究

感染苗（樹）によるマツタケのシロ形成技術開発やマ

ツタケの既発生および未発生アカマツ林の環境を整備

し，発生条件を高めるための施業改善試験は重要課題と

して取り組んでいる。また，特用原木林の育成技術に関

する総合研究(国補大型プロ，県林業技術センター対応）

や食用として利用できる野生キノコの発生環境と栽培試

験，シイタケ・ナメコなど種菌の品種特性検定，スギほ

だ木によるヒラタケ・ナメコ栽培，ワサビ優良種の選抜

育成，オニグルミ栽培試験などを行っている。

（5）環境緑化に関する研究

環境緑化木として活用できる郷土樹種の苗木育成に関

する試験に取り組んでいる。また，関連事業として当場

発行の『石川県樹木誌』に記載される現生種を対象に，

解剖図譜作製の委託を行っている。

（6）林業機械に関する研究

林業機械作業の安全性，効率性を高めるため，間伐材

の伐出方法や機械枝打磯の最適使用方法の確立に関する

研究（国補メニュー）などを行っている。

（7）林業経営に関する研究

本県の実情に即した地域林業の再編，すなわち組織化

の方策とその展開の手だてを明らかにするため，地域林

業の組織化モデルに関する研究（国補メニュー）を行っ

ている。

4．樹木公園と林業試験場展示館

みどり豊かな樹木公園は，四季の花，小鳥の声，せせ

らぎの音など，自然に親しみ安らぎを感じさせる保健体
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養の場として活用されている。規模では京都府立植物園

や東京都立神代植物園に次ぐものであり，全国でも有数

の樹木公園になっている。昭和41年度には社団法人日

本植物園協会に加盟した。

また，樹木公園内には，これまでの試験研究成果を軸

に，楽しみながら森林や林業の実態を知ってもらいたい

という願いをこめて展示館を設けている。館内には各種

の資料や標本を展示するとともに，新しい開発技術の普

及伝達を職極的に進めるため，パネルによる林試コーナ

や多目的室などがあり，研修の場として役立てている。

（石川県林業試験場主幹兼造林科長・長谷川義法）

18.石川県林木育種場

①

一

一

つ

ー

1 ．沿革

当場は，明治19年に石川県腿学校として，札幌農学

校，駒場農学校とともに創設された。本県の腿林業にと

っては記念すべきゆかりの地である。

その後，明治29年に農学校が移転したあとは，林業

用の苗木を生産する樹苗圃として独立し事業を開始し

た。さらに昭和25年からは，石川県火打谷林業場とし

て，本絡的に林業技術の改善および各種試験研究に取り

組むようになった。

昭和37年林業試験場が新設されてからは，火打谷分

場となったが，林木育種事業の振興をはかるため昭和

39年に試験場より分離し，新たに林木育種場として再

発足した。そして昭和57年に緑化センターを併設し現

在に至っている。
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2．機構

”遅-'三溌準,…雛鱗，
3．施設の概要

（1）土地の利用状況

採種・採穂園16.0ha,苗畑用地8.4ha,樹木・薬木・

庭園等の各見本園1.611a,県有林30.0ha,建物その他

5.511aとなっている。

（2）主な施設

緑化センター，種子貯蔵庫，資材倉庫，卿凹舎，作業

舎，種子乾燥室，農具収納舎，温室が各1棟である。

4．研究調査の概要

（1）次代検定林に関する調査

育種事業により選択育成された精英樹クローンの遺伝

的特性を検定し，その実用化を図ることを目的に，能登

地区6カ所9.011a,手取地区3カ所4.5ha,加賀地区3カ

所4.5haの検定林を設定して,5年ごとに成長蝿の洲査

を行っている。

（2）地域差検定林に関する洲査

気候区分や行政区画によって決められている現行の育

種区にこだわらず，精英樹をよりよく利用するために，

実験的な検証を加え，地域潔境の適応性を明らかにする

基礎資料を得るため，能登地区2カ所3.0ha,加賀地区

1カ所1.511aの校定林を設定して,5年ごとに澗査を行

っている。

（3）スギ精英樹の特性調査

スギ精英樹の初期特性を知るため幹，枝条，形質等を

定期的に調査して，育種苗の適性な普及に努めている。

（4）育苗に関する試験

当場では，実務面と遊離した研究のための研究におち

いることなく，稀に現場とのつながりを保ち，育苗者の

ニーズにこたえるため，下記の課題について澗査研究を

行っている。

ア．発芽検定試験イ．立枯病の防除試験

ウ．苗畑除草剤試験エ、根切虫防除試験

オ．緑化樹の挿木に関する試験

5．緑化センター事業

緑化センターでは，緑化の推進，緑化意識の高揚，自

然の保全，活力ある森造り等によって生活環境の向上に

努めている。「さわやかな環境を目ざして，まちに緑を

心に緑を」をスローガンに家庭，工場，学校等の豊かな

環境作りに必要な知識，技術の普及，緑化相談，資料の

提供などを行っている。

また，当場の県有林を自然休養林として一般に開放

し，自然との触れ合いの中から森林のもつ効用を広く県

民に普及している。

6．おわりに

造林事業の推進を図るうえで林木育種に求められるニ

ーズは極めて多い。それに対応するために今後ともより

いっそうの試験研究を重ね，その成果をもとに普及指導

を行いたい。

（石川県林木育種場緑化専門員・深山高四）

19.大分県林業試験場

1．沿革

昭和22年12月に林業関係者の努力と県民の理解を得

て，古くから林業で栄えてきた日田林業の中心都市であ

る日田市に開設されたが，開設後10年間は試験研究と

いうより，戦後復興の一環としての造林推進計画に伴う

樹苗養成に主眼がおかれていたが，それぞれの時代の県

民の要請を受けて，食用種菌培養事業，木材乾燥事業，

鋸目立技術者養成事業などを実施した。

その後，国の研究普及制度の整備に伴い，試験研究体

制もしだいに強化され，本格的な試験研究が開始された

のが昭和30年度以降で，変動する社会経済情勢に対応

しながら，林業技術の開発・向上ならびに林業技術のセ

ンターとしての機能を十分発揮してきた。

しかしながら，昭和40年代後半になって技術開発に

対する社会の要請が多様化し，研究内容も細分化・高度

化を要求されるようになってきたことから，施設ならび

に試験研究の整備拡充が必要となったため，昭和47年

3月現在地（日田市大字有田宇佐寺原）に新築移転し現

林業技術No.5131984.12
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在に至る。

2．組織と施設

昭和22年発足以来9回の変遷を経て，現在に至って

いる。従来，生産技術面のみの研究が主であったが，昭

和59年4月の機織改革で木材加工利用研究にも取り組

むこととした。

建物面積は，本館のほか木材加工研究棟，木材加工機

械棟，木材乾燥棟，昆虫飼育舎，椎茸乾燥舎，各種作業

舎等2,40011f，敷地面積は116,651m2である。このほ

か，天瀬試験地(本場より約20km)約41,0001112あり，

各種の試験をすすめている。

〔組維図〕

一臓誘課鯨務会計，人鞭，
県有財産斜鋳管理）4名

一経営科(林業蕊潟霧鍵
一育林部--青林科碕菰青驚蝋露幾場長一次長一

一保謹科（森林病害虫）3名

鰯雲罵蕊)'“－職一
利用技細3名
合計21名

3．研究の概要

林業をとりまく情勢が変化するなかで，本場において

は，林業生産現場から遊離しないように配賦しながら，

林業経営の近代化，活力ある森林を造成するための技術

開発等について現地適応化を主体とした応用研究ならび

に基礎的研究を推進している。

昭和59年度の研究課題は，育林部22課題,林産部11

課題計33課題である。これらの中から県単甑業の主な

ものについて紹介したい。

経営科は，林業経営の近代化を図るため，林業労鋤の

省力化を目的として，スギ・ヒノキを中心とした複層林

や混交林，混種林などの造成技術の開発や林地肥培，下

刈省力のための造林木保謹装置を用いた試験を行ってい

る。

育林科は，スギ・ヒノキの優良な新品種を創成するた

め遺伝の担い手である染色体の数や形態を究明し，これ

までの選抜・交雑育種法に加えて，倍数性育種を行って

おり，実用化に向けて努力中である。また，スギの各在

来品種についての諸特性の解明やヒノキ徳利病について

の発生原因および機総を解明するための試験を実施して

いる。

保護科は，スギ・ヒノキ一斉林におけるスギザイノタ

林業技術No.5131984．12

マバエ，ヒノキカワモグリガ，スギカミキリ等穿孔性害

虫の被害増大が懸念されることから，被害実態調査と防

除技術の開発に積極的に取り組んでいる。

なお，昭和57年に発見したスギザイノタマバエに寄

生するペシロマイセス属菌については，天敵菌として

の室内実験を始めているが，さらに野外における接種実

験の準備に取りかかっており，研究成果が期待されてい

る。

特用林産科は，全国一の生産量を誇る乾シイタケが，

本県における一村一品の顔であることから，生産技術の

ますますの向上を図らねばならない。このため，クヌギ

原木のほだ化促進試験と不時栽培試験，シイタケの害

虫・害菌防除試験等を実施している。特にシイタケの育

種（品種改良）についても取り組むべく検討していると

ころである。

木材加工科は，本県林業を振興するうえからも，県産

材の需要拡大が極めて重要な課題であり，品質の向上と

除間伐材をはじめ木材の付加価値を高めるとともに，新

しい分野の利用加工技術の開発が必要である。

このため，当面する主な課題は，県産材の材質特性試

験，低利用針葉樹の加工利用技術の開発，スギ乾燥技術

の効率化試験，製材技術の高度化に関する試験等を予定

しているところである。

4．研究成果の普及

試験研究成果については，年報のほか，研究時報・研

究報告を適時に発刊して普及につとめている。また，年

1回農林家の関心のある課題を選んで，研究成果の発表

会を実施している。

なお，林業試験研究連絡会発刊の『林試だより』を年

2回関係者に配布している。

5．今後の課題

当場では，現地適応化を主体とした応用研究を重点に

試験研究を進めてきた。

しかし，解決を要講される技術開発課題は，近年特に

高度化しつつある。しかも，単なる部分的技術ではなか

なか解決されず，総合的な共同研究を必要とすることが

多くなってきている。また，技術革新の時代のなかで，

より高度な先端技術を駆使した試験研究も要請されてい

るところである。このため，研究施設の充実と研究員の

資質の向上や意欲の高揚により，試験研究の活性化を図

ることが，何よりも大切であると考えられる。

（大分県林業試験場次長・田尾敏昭）
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第27話その2理念の独走か矛盾の統一か
－昭和14年の森林法大改正一

少し余談になりますが，このような蓮池の仕事

ぶりを現すものに林業種苗法の制定があります。

新任早々の彼が福岡県に出張した際，苗圃で同県

技師梶木治郎（昭4，林学士．後山林局造林課長．熊

本営林局長）の意見を聞いて発想し，直ちに池部

祐吉技師と藤巻吉生事務官に命じて「林業種苗

法」を立案させ，改正森林法とともに一気に通過

させたのでした。国有林産種苗についてはすでに

自主的な配布区域の限定がありましたが，このよ

うな純技術的な要請を初めて法制化したものとし

て評価に値します。しかしながら，それにしては

幅広い討議もなく，唐突に法案になった感をまぬ

がれません。そのためと端的には言えますまい

が,優良母樹・母樹林の条項以外の規定は昭和45

年の改正に至るまであまり機能しませんでした。

もっとも，戦時中の木材供出や，戦後の開拓攻勢

から，母樹。母樹林を守るという番外効用があっ

たようです。

さて本題にもどりまして，前任の岡本課長から

森林法改正の立案を引きついだ蓮池は，全国的な

森林組合体制作りの中心課題として公私有林を通

ずる施業案編成事業を据えることを早期に決断

し，精力的な活動を開始しました。おりから13

年3月に国家総動員法が成立していたことは，彼

の意図に対して絶好の支持基盤を形成し，前述

の実情論や，理論的矛盾などを押し切り，部内の
しゅんじゆん

逵巡を排して引っ張っていく大きな力を付与し

たのでありました。こうして森林法改正案の作業

は1本の筋道に乗って着々と進行し,13年の秋口

には施業案制度の全面的導入について，およそ次

のような案がまとまりました。

l暫一西し

手束平三郎
（林政総合洲恋研究所理覗長）

①所有規模50町歩以上の森林所有者はすべて

施業案を編成し，地方長官（知麺の認可を受け，

それに従って施業せねばならない。ただし，なる

べく森林組合に加入させる（これによって，建て

前は施業案政策が目的となり，森林組合組織はそ

のための手段となった)。②森林組合は組合員の

所有する森林について，一括して施業案を編成し

て地方長官の認可を受け，自らその施業を実行

し，あるいは組合員の施業を調整する。③施業

案に従って施業が行われていないと認められる場

合，地方長官または地方公共団体が代執行する。

まことに単純明快な立案でありますが，いかに

統制経済への移行期であるとはいえ，よくぞ思い

切ったものです。この段階で開かれた山林局の局

議の場面を以下，会話構成してみましょう。

＜時：昭和13年中秋，場所：農林省山林局長室，

議題：森林法改正案の要綱,出席者：局長村上富

士太郎，監理課長平山洋三郎，林政課長蓮池公

咲，林務課長田中八百八，業務課長早尾丑麿，

林政課事務官藤巻吉生，林政課技師池部祐吉＞

平山洋三郎監理課長本日は，前もって林政課

からお届けした森林法改正案の要綱についてご協

議を願います。

村上富士太郎山林局長私の就任以前からの懸

案であった森林法改正の立案作業が蓮池君のもと

で急速に進んで，大体成案の段階に達したので，

今日は諸君の息穣のない意見を聞きたい｡もとよ
りなお法制局審査もあるので，ここではまだ正式

には決められないが，局としての腹がまえをかた

めたいので遠慮なく討議してくれたまえ。

蓮池すでに藤巻君や池部君からご連絡してい

ざ4房一．畢雪一･一名算泣_‐L汗｡匿掘ざ一一~。鯵
‐ I
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るので，皆さんおよそはご存知の内容でしょうか

ら事あらためてご説明するよりご質問いただいた

ほうが能率的だと思いますが。

村上それでもいいね。じゃあだれからでも。

早尾丑麿業務課長私がこの2月に青森局へ出

る前までは，岡本前林政課長の手もとでまだとつ

おいつの様子だったが，今度復帰してみるとこれ

はずいぶん強烈な案になりましたね。時局下，全

民有林の経営を政府が掌握するについて，町村ご

とに強制加入の森林組合を結成し，全国的な組織

を整えること。この点は前から出ていた線だし，

まず妥当なところでしょう。しかし，一定規模以

上の私有林に施業案編成とその認可制によって計

画的施業を義務づけ，それらが守られねば地方長

官または地方公共団体が代執行をする。また，数

多い小規模所有者についても，強制加入の森林組

合に施業案編成・認可を通じて計画的施業を義務

づけ，同様に行政代執行適用の裏打ちをするとは

ずいぶん思い切ったものだ。昭和初年以来我々の

かかわった改正論議でも，無理だとして見送られ

てきた点をあっさり割り切っている。一体どんな

経緯ですか。

村上いや，僕も昨年就任以来その点ではちゅ

うちょしていたし，岡本君（前林政課長）も慎重

論だったが，今や蓮池君の断固たる意見に僕も同

意したわけだ。森林組合体制作りの中心課題は全

面的な施業案導入以外には代案がないからね。

早尾もう昔話だけれど佐藤百喜さんが公私林

課長のころの森林法改正研究会で，私が施業案政

策の拡大はまず入会林野に入会権者の施業森林組

合を作ってやらせたらどうかと提案したら，当時

事務官だった局長がえらいけんまくで反対されて

驚いた記憶があります。たしか，施業案を私有林

に強制するという考え方は，明治以来の技術思想

の暴走だとまで言われたように思う。

村上そんなことを言ったかもしれないが，ご

時世だれ早尾さん。実のところ，私は入会林野の

司

異 ’

公有化政策について，終始疑問を持ち続けてきた

わけで，あの時の早尾さんの提案はその政策に手

を貸すことになると思ったわけだ。今回の案には

入会林野も含まれるが，取り立ててその整理統一

に焦点をおくものではない。7年の帝国森林会の

森林法改正試案として発表された早尾さんたちの

作業では，入会林野に施業森林組合の設立を強制

するようになっていたが，これだったら今でも賛

成できないね。

早尾まあその点は今日は申しますまい。田中

君には意見のあるところだろうけれど。

田中八百八林務課長・勅任技師帝国森林会案

には私も片棒かついでいたわけだが，今や情勢は

一変する気配だね。内務省では昔の5人組なんか

の発想で隣組制度を検討し，都会の町内会に相当

するものとして，農村では集落を自治の下部組織

として重視する方向が見えます。するとその財産

の町村への統一を強調するのは具合が悪い。林政

上の必要性に変わりはなくても，内務省とのタイ

アップの線が崩れれば，統一事業は打ち切らざる

を得ないのじやないかと思案しています。局長の

年来の意見とは理由が違うけれど結論は同じにな

りますね。遠藤君の説得は骨でしょうが。

早尾じゃあ本題にもどって，蓮池さんに伺い

たい。全民有林への施業案の義務付けによって，

この案が非常にすっきりした論理構成を備えたこ

とはわかるが，これについて私は重大な問題点が

3つあると思う。その第1は，いかに国家総動員

法が成立したとはいえ，これは実はまさかの時の

準術だと議会説明されている今日，私有財産権を
あぜん

まつこうから制限し，森林所有者がまさに唖然と

するようなこの法案について，円滑に議会の協賛

を得る見込みがあるのか，この点はどうですか。

蓮池内々各方面の感触を打診していますが，

いずれはすべての生産活動が統制経済への移行を

迫られるだろうという観測が広がりつつある今

日，全森林を挙げて時局に即応しうる態勢を作っ

｜・醒罰奄聖一宇嘘■丑･･四一一mーエ… 荻F唾－－ー………‐■郡二…一蚕画琴壁売・…ユ』＝・ロ工切あ旧日Q産筆垂J型．＝･…1
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ておく必要があることは，だれしも首肯する課題

になってきましたから，財産権問題でのまつこう

からの反対はまず出ないと予想しています。た
じゆんしゆ

だ，施業案編成業務の手厚い援助．施業案遵守に

必要な金融対策，林道や造林の助成強化など，い

ろいろな手を準備しなければならないとは思いま

すが。それに，時局が然らしめるものとはいえ，

全民有林への施業案の導入は，伝統的な考え方か

らすれば，山林局のいわば宿願でもあるわけだ

し，技術政策の立場からも，大いにご支援を得ら

れるものと期待しているんですよ。

早尾蓮池さんはドイツ語の林学原書なども読

まれるとかで，我々がお株を取られちゃったよう

な感じだが，第2点として次のようなことはどう

ですか。かつて専門のスタッフを備えた国有林で

すら’施業案態勢を整えるについては，明治24

年の試行段階から数えれば,420万haの一巡編成

に大正2年まで22年もかかっているが，公有林．

社寺有林に多少の実績があるにしても，ほとんど

専門家のいない民有林1,410万町歩を対象に5年

や10年でやれるわけがない。この点をどう考え

ますか。

蓮池ごもつともな指摘で実のところ頭が痛い

わけですが，森林組合には少なくとも1名の技術

員設置費を助成する。府県にも国庫補助職員を置

いて指導させる。また，案の内容はきわめて簡素

に工夫するというようなことで，軌道に乗れば

10年ぐらいで可能と見込んでいます。国有林に

比べればラフなものかもしれないが，全休として

保続生産態勢を確立するに足るものとすれば，当

面のねらいは達成できるでしょう。

田中私は早尾君と異なって，10年間の県在

職を通じてもう30年近く地方林政一筋にやって

きた感覚から判断して，本省が時局の要請をバッ

クに強力な施薬案政策を打ち出せば，府県の協力

で何とか形だけはできるかもしれない。しかし，

実が伴うかという点では大いに悲観的です。たと

え簡素を期しても施業案というからには崩してな

らない基本型がある。そこのところを森林所有者

に遵守させるほど，地方庁や市町村あるいは即製

の森林組合に指導力があるかと考えれば，思い中

ばに過ぎますね。妙なたとえで恐縮だが，信仰心
しゆじよう

のない衆生に教典の教えを垂れるようなものにな

りはしないか。施業案がほんとに機能するように

するには，時間はかかっても，現行の公有林や社

寺有林に対する指導方式を基本に，モデル事業の

ようなものを先行させて，逐次普及をはかるのが

地についたやり方だと思いますね。

蓮池田中さんのお感じはもっともですが，私

どもを含めて自出経済下で慣らされてきた国民の

行動意識の根本的な切替えを要する時局に突入し

ようとしていることを直視したいのです。森林所

有者といえども，国家の重要な資源をあずかるか
しい

らには窓意的な施業を許さないということは，山

林局に職を奉ずる私どもの責任として天下に宣言

せねばならない。今回の改正はそのための手段で

もあると考えるべきじゃないでしょうか。

（続く）

がある。元林野庁長官三浦辰雄氏「あれ

は国有林主義者が作ったんだ。国有林の

規定を頭に描きながら民有林にあてはめ
ようとした」同山崎斉氏「だから現実
には戦時中の緊急伐採に使われたほか

は，ほとんどものをいわなかったので

す」

昭和26年に行われ，同法改正後の46年

に改訂されている。

注2：行政代執行法は昭和21年の改

正による名前で，それまでは行政執行法

であったが，本文では“代執行，という

ことばを使った。

注3：『農林水産省百年史』下巻の付録
回顧座淡会で，戦後改正の対象となった
14年森林法について，次のような発言

注1：林業用種苗の品種・産地問題に
ついては白沢保美（林業試験場長，大･2

～昭・7）・佐多一至らの研究がほぼ定説

化し，昭和9年に山林局は省告示をもっ

て国有林産種苗を払下げる場合の配付区
域を定めていた。しかしながら，民間林

業菰苗の流通移動については十分な調査
が行われていた形跡がない。林業種苗法
にもとづく種苗配付区域の指定は戦後の

鐸麗一画父島､厨全一一・ー､宙L写営ﾏーー飼桐■壷一唖邑＝I＝ー~■一＝孑云…垂を＝－.垂h‐一一・一‐阜蓉・幸マー画．．‐‐ー_一一一
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前述のように，深川木場へ“市売

り”という関西式の異質な制度が進

出するには，いろいろと抵抗があり

ました。

特に江戸一明治とつづく，原木問

屋の伝統を受けついだ東京木材市場

㈱が，製品の市売り制度を関西の問

屋とタイアップして行うことに対し

ましては，当時の木場問屋の風当た

りが強かったのです。

元来，この会社の設立は古く，木

場の中心的な存在として知られてお

ります。明治時代，木場の指導的立

場にあった角問屋（角材，丸太を取

り扱ういわば原木問屋）の構成員，

中央会，角屋同盟，共立会が明治末

年角材問屋入札組合に組織され，そ

の後大正8年，当時としては，高額

な,50万円の資本金で株式会社とな

ったものです。出資は平等で1人ま

たは1会社200株(1万円あて)と定

められ50人の限定されたメンバー

が株主でした。当初は1/4払込みで

したが,そのころの物価から見れば，

それでもかなりの金額です。株主と

なることは，木場の有力者として追

認されたようなものでした（現在，

創業時株主の子孫で木材業を続けて

いる方は1割にもなりません)。

しかしこの会社の営業成績は，設

立後，昭和恐慌，戦中，戦後の統制

などの混乱に阻まれて大したことも

なく推移してきました。特に戦後は

戦災被害が大きく一言でいえば，名

があって実がない会社でした。

大阪方が“市売り”制度を東京に

持ち込むにあたって，目をつけたの

がこの“名”だったようです。

大阪の丸八木材(株)社長竹田平

八氏も当時，東京進出の機会を狙っ

ていました。同社はたまたま深川千

石町にほぼ6,000坪の土地を狸得し

ましたので，市売市場を経営するこ

とを考えます。そして将来の木材流

通機織に市売りが不可欠なこと，東

京にも同制度が必要なことを当時の

東京木材市場(株)社長武市昇太郎

氏に熱意をこめて語り，ついに同社

を市売進出に踏み切らせました。こ

うなると当初時期尚早として，大阪

の久我氏提言を退けた武市氏に対す

る木場問屋の風当たりは強く業界紙

にも再三にわたり批判の声があがり

ました。

しかし広大な土地を大阪方が提供

し，販売事務を任すというのですか

ら，東京側としては好条件です。そ

れに同社が従来の原木入札のみで営

業することは，将来の取扱鯉，売上

等の予測から見ても極めて困難なこ

とでした。

このため株主であった木場問屋の

反対が大きくても，市売りの将来性

に賭けることを経営陣が決定したの

です。

同社は昭和27年3月，大阪，丸

八木材㈱のみの集荷によって，木場

での市売り開始に踏み切り，5月

には，すでに単独で木場に進出した

大阪・久我商店も合流しました。発

足してみると，この“市売り制度”

の便利さが認識され，売り方，買い

方も増え営業は飛職的に拡大するこ

とになります。

巷談「木場の今昔」

“市売り”は大阪式の制度，東京

は従来からの問屋制度を守る－と

いう立場と，市売り制度の将来性に

着目して，進んで取り入れようとす

る立場の相克は，短い間に決着がつ

きました。

当時，同社が某銀行に提出した融

資申請書の中に次の言葉がありま

す。“東京市場ハ東京人ノ手ニテ経

営シタイト考ヘテ居ルガ大阪木材市

場K.K.ガ進出スルト決マレパ資金

ノ点デ圧倒的二抑サレル危険ガアル

故二何卜力防ギ度イト考ヘテ居ル点

モ銀行トシテ御了承ヲ得タイト思

う”（注1）

“木場”の主体性を守りつつ，新

しい制度に挑戦したいというのが同

社の考え方でした。また，大阪方

は，慣れない東京式商売には，東京

の会社に協力を求め，名を棄て，実

を取ったというところでしょう。

そして昭和30年代には，だれも

市売りの木場進出を非難する人々は

なく，むしろ木場問屋も新しい流通

機構として市売制度を認め，別途新

しい市場会社を経営したり，売方

（市売問屋）となったり買方となっ

て，各種の納材に役立たせるなど，

この大阪方式をどんどん取り入れる

気運となりました。

仲買さん（小売商）にとっても，

仕入先が，問屋と市売市場双方に依

存するということは，いろいろと選

択買いができる点で有利でした。市

場会社も低マージン（売上の2％か

ら2．5％ぐらいの手数料）ながら，

折からの高度経済成長の波に乗る需

21．市売りの進出（その2）
松本善治郎
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弁となりました。「さあ，なんぼ」と

声をはりあげ，「○○円ではあかん

か」「あほ，いいなさんな」など，

やたらと大阪式の言葉が飛び出しま

す。まあ，本場をそのま取り入れた

こと，関東には異質の競り売りをす

るてれくささもありました。また，

ばかとあほでは語感のやわらかさも

違うように,“競り”という緊迫した

場面では，やわらか味のある関西の

言葉がよかったのかもしれません。

そのほか，売り場のことを“浜”と

言ったり，売り始めに「売るよう

一」と声をはりあげたりする習慣も

関西式がそのまま伝わったもので

す。

こうした公開の場で競り売りされ

た市売市場の価格は昭和30年代初

めごろになりますと，木材価絡の先

導的役割を果たすとまでいわれまし

た。

しかし乱立による過当競争の傾向

が見られ，市場の正常な連営につい

ていろいろと危ぐの念が表明される

ようにもなります。例えば売方（市

売問屋）は，出荷先（荷主）独得の

ため，前渡金を他問屋と重複して過

度に渡したり，取扱手数料を下げた

りし，また各市場の買方に対するサ

ービスも相当度を越したものが見ら

れました。買方に対する信用供与

（貢方枠）も市場が乱立することに

よって過度となり，貸倒れ，倒産の

被害も相当出てまいります。

また，超過需要に対応するため，

かなり歩切れ，ごまかし仕訳等の商

品も多くなり，正量取引の必要が叫

ばれてまいりました。さらには，競

り売りによって価格が乱高下する場

合もあり，一時的な需給ギャップが

生じた場合過熱相場が出現し，価格

が異常高値となるおそれも生じてき

ました。

そこで“競り売り”という公開の

場における価格形成機能の美点を多

分に生かしながら，これらの欠点を

排除する方法がないものかと関係者

の間で論議されはじめ，ある場合に

は制度化して市売り市場法の制定ま

でが必要かと思われたほどでした。

これには産地市場と消費地市場そ

れぞれの問題点，単式，複式等，経

営形態別の対策，荷主や買方に対す

る過度の信用供与に対する規制など

難問題が山積し，なかなか結論が得

られませんでした。

そしてトラック便隆盛時代とな

り，深川木場のストックポイントと

しての機能は，需要地の拡散（都内

から都外へ）現象によってますます

低下してくることになります。

要拡大とともに，売上増加の恩恵に

浴しました。

こうした市売り制度は，東京，大

阪のみならず，戦後，全国に普及し

ております。

昭和25年の木材統制解除時点で

は，全国で45企業体が市売りを採

用していましたが，その後の10年

間でその数は336に伸長しておりま

す。単式311,複式25,経営する市

売場は，1企業体で2カ所以上のと

ころもありますので411という多数

となりました（注2)。

結局，数の上では規模の小さい単

式原木市場の増加が目だちます。そ

して複式市場，25の内訳は東京8，

神奈川4，岐阜1，愛知3，京都1，

大阪4，兵庫4，ということです。

このことは，規模の大きな複式市

売り市場が，東京，大阪，名古屋と

いう大都市部を中心に集中して開設

されたことを物語っております。

そしてこれら大都市中心の市場は

製品を主として取り扱い，昭和35

年のピーク時には,東京585影,大

阪66.1％という製品流通上のシェ

アを占泌ました（注3)。

東京は前述の細査（注2）により

ますと，昭和35年には単式6，複

式8，の計14市場です｡そのうち，

深川木場に3企業体，売場5カ所，

墨田区に1企業体，売場1カ所とい

う状況でしたから，まずは過当競争

気味でした。

市売りは，競り売りなので，競り

人の技瞳が問題となります。おもし

ろいことに関東で競る場合でも大阪

〃

,､ふ｜調
ノ

淫
、
“

一
色
一徴
》

手

曇電

〆

で ー

喜予論勇撫〔注1〕「四十年史」東京木材市場
(株)発行|,P.70

〔注2〕35年度林産関係資料6，林
野庁林産課「全国木材市場調」P,35
〔注3〕「木材市売市場の動向に関す

る調査｣林野庁林産課(昭和40年度委
託澗査)P.43

角乗り木場の角乗りは，かなり有

名なもので，江戸繁昌記などにもお
もしろく醤いてある。1本の角へ乗
って水車的運動によってさっさっと

水を切っては自由自在に扱う，川並
や店員の余技である。 |’
林業技術No.5131984.12
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山
の
高
い
所
か
ら
は
、
東
の
方
角
に
わ
ず
か
な
が
ら
熊

野
川
が
見
え
た
。
そ
こ
か
ら
プ
ロ
ペ
ラ
船
の
音
が
響
い
て

く
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
は
ま
だ
船
尾
に
単
発
機

ご
う
お
ん

の
よ
う
な
大
き
な
プ
ロ
ペ
ラ
を
つ
け
た
船
が
、
轟
音
と
と

も
に
川
を
の
ぼ
り
下
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
船
の

ら
き
た

音
か
ら
は
、
巷
の
人
々
の
営
み
の
匂
い
が
、
強
烈
に
吹
き

通
っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

崖
の
肩
の
架
線
場
ま
で
炭
俵
を
逆
ぷ
の
は
、
父
親
と
の

や

共
同
作
業
で
あ
る
。
ま
た
窯
か
ら
灼
け
た
炭
を
掻
き
出
し

て
消
す
の
も
二
人
が
か
り
だ
っ
た
。
こ
の
仕
事
は
熱
い
の

で
、
た
い
て
い
夕
方
か
ら
始
め
て
徹
夜
で
行
っ
た
。
作
業

(画・筆者）

が
終
わ
る
と
、
汗
と
灰
に
ま
み
れ
た
身
体
を
そ
ば
の
小
さ

な
渓
流
の
水
溜
ま
り
で
洗
っ
た
。
冬
だ
っ
た
が
、
風
呂
な

ど
は
な
か
っ
た
の
だ
。

夜
業
を
す
る
と
き
も
、
小
屋
で
食
事
を
す
る
の
も
明
か

た
い
ま
つ

り
は
石
油
ラ
ン
プ
と
松
明
で
あ
っ
た
。
一
つ
し
か
な
い
ラ

ン
プ
の
灯
だ
け
で
は
暗
い
の
で
、
樹
脂
の
多
い
枯
れ
松
を

た

拾
っ
て
き
て
焚
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
明
か
り
で
私
は
本

も
読
み
、
あ
る
い
は
ラ
ジ
オ
を
聞
い
て
過
ご
し
た
。

携
帯
ラ
ジ
オ
を
手
に
入
れ
て
ま
も
な
い
時
期
で
、
い
ろ

ん
な
放
送
を
夢
中
に
な
っ
て
聞
い
て
い
た
。
ラ
ジ
オ
だ
け

が
、
世
間
か
ら
の
悩
報
源
で
あ
り
、
ま
た
娯
楽
で
も
あ
っ

た
。
『
イ
ル
ク
ー
ッ
ク
物
語
』
と
い
う
ソ
ビ
エ
ト
の
小
説

の
放
送
劇
に
感
動
し
た
こ
と
を
憶
え
て
い
る
。
あ
る
い
は

長
谷
川
一
夫
と
山
田
五
十
鈴
主
演
の
「
鶴
八
側
次
郎
」
の

舞
台
中
継
を
聞
き
、
そ
の
男
女
の
悩
念
の
哀
切
さ
に
胸
の

震
え
る
お
も
い
が
し
た
。

夜
更
け
に
な
る
と
、
狸
の
や
っ
て
来
る
気
配
が
し
た
。

狸
は
私
ど
も
が
捨
て
る
食
物
の
屑
が
め
あ
て
で
小
屋
に
近

づ
く
の
で
あ
る
。
だ
が
も
し
か
し
て
狸
も
ラ
ジ
オ
を
聞
き

に
来
る
の
で
は
な
い
か
、
と
想
像
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

暗
い
静
寂
の
林
に
音
楽
が
流
れ
、
そ
こ
に
プ
ン
：
．
プ
ン
．
：

プ
ン
：
．
と
い
う
狸
の
鼻
声
が
交
錯
す
る
。
自
分
を
訪
ね
て

く
れ
る
友
は
狸
ぐ
ら
い
か
と
も
思
い
、
淋
し
く
も
あ
り
、

ほ
ほ
え

ま
た
微
笑
み
た
い
よ
う
な
気
持
で
、
耳
を
す
ま
せ
て
い

た
。
た
ま
に
は
買
物
に
出
か
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
崖
づ
た

い
の
道
を
下
り
、
里
の
雑
貨
店
ま
で
片
道
一
時
間
ば
か
り

も
歩
い
て
行
く
の
で
あ
る
。
コ
メ
を
は
じ
め
醤
油
・
味

噌
・
魚
・
乾
物
や
、
焼
酎
な
ど
も
買
い
、
背
負
っ
て
帰
る

の
だ
っ
た
。

タ
ケ
ヤ
谷
か
ら
の
帰
り
、
谷
口
の
里
で
豆
を
干
し
て
い

る
老
夫
婦
と
立
話
を
し
た
。
二
十
三
年
前
に
炭
焼
き
に
入

っ
て
た
者
だ
と
名
乗
っ
て
み
た
が
、
も
ち
ろ
ん
私
の
顔
を

覚
え
て
い
る
は
ず
は
な
い
。
だ
が
荷
車
で
炭
を
運
ん
だ
と

言
う
と
、
あ
あ
、
荷
車
が
あ
っ
た
の
う
、
と
お
じ
い
さ
ん

が
合
槌
を
う
っ
た
。
タ
ケ
ヤ
谷
に
い
た
こ
ろ
、
山
小
屋
ま

で
配
達
さ
れ
な
い
郵
便
物
を
こ
の
里
の
家
で
預
か
っ
て
も

ら
う
な
ど
、
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
も
私
は
話
し
た
。

熊
野
川
の
川
口
の
新
宮
市
へ
遊
び
に
行
っ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。
見
知
っ
た
人
の
だ
れ
も
い
な
い
町
を
あ
て
も
な
く

低
う
こ
う

栃
種
し
て
、
酒
を
飲
み
、
う
ら
さ
び
れ
た
気
持
で
ひ
と
り

安
宿
に
泊
ま
っ
た
。

そ
の
お
り
に
『
寒
村
自
伝
』
を
買
っ
た
こ
と
も
忘
れ
な

い
。
組
織
的
な
活
動
と
は
縁
が
切
れ
た
も
の
の
、
私
は
や

は
り
社
会
主
義
関
係
の
本
を
読
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
ま

た
荒
畑
寒
村
は
、
明
治
四
十
三
年
の
「
大
逆
事
件
」
が
ら

み
で
、
熊
野
地
方
と
も
関
係
の
深
い
人
物
な
の
で
あ
っ
た
。
上
う

も
ち
ろ
ん
安
保
闘
争
へ
の
思
い
入
れ
も
、
胸
の
内
に
揺

え
い

●
●

曳
し
て
い
た
。
挫
折
と
い
う
言
葉
が
流
行
し
た
の
も
そ
の

こ
ろ
で
、
そ
れ
は
「
安
保
闘
争
に
敗
北
し
た
青
年
の
挫
折

感
」
と
い
つ
た
ふ
う
に
使
わ
れ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
私

●
●

は
、
挫
折
な
ど
と
は
大
仰
、
ま
あ
気
落
ち
し
て
い
る
の
は

事
実
だ
が
、
と
思
っ
た
り
し
た
。
と
も
あ
れ
青
春
の
一
つ

の
節
目
で
あ
っ
た
、
と
は
今
に
し
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

ｌ
タ
ケ
ャ
谷
で
、
父
親
は
二
年
間
炭
を
焼
い
て
い
た

が
、
私
が
手
伝
っ
た
の
は
五
カ
月
ほ
ど
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
や
が
て
ま
た
森
林
組
合
の
作
業
班
へ
戻
っ
た
の
で
あ

ブ
。
○
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も
ち
ろ
ん
私
は
タ
ケ
ヤ
谷
を
登
っ
て
、
か
つ
て
の
自
分

た
ち
の
炭
窯
と
小
屋
の
跡
を
確
か
め
る
つ
も
り
で
あ
る
。

ま
ず
は
石
の
上
を
跳
ん
で
谷
川
を
渡
っ
た
。
そ
こ
は
樹

齢
二
十
年
生
ぐ
ら
い
の
櫓
の
植
林
地
だ
が
、
す
ぐ
上
は
雑

木
林
へ
と
続
い
て
い
る
。
私
は
あ
た
り
を
探
し
て
ど
う
や

ら
道
の
形
跡
ら
し
い
も
の
を
見
つ
け
た
。
だ
が
、
雑
木
雑

草
が
ひ
し
め
い
て
お
り
、
鎌
で
刈
り
払
い
な
が
ら
登
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。

二
十
余
年
前
に
、
鉱
山
師
の
Ｎ
老
人
に
連
れ
ら
れ
て
来

た
と
き
も
、
こ
の
よ
う
に
茂
み
を
か
き
わ
け
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
タ
ケ
ヤ
谷
を
仕
事
場
と
定
め
る
と
、
最
初
の

作
業
が
谷
川
か
ら
窯
場
ま
で
の
道
づ
く
り
だ
っ
た
。
雑
木

林
の
中
を
切
り
開
き
、
岩
場
に
は
丸
木
を
渡
し
て
橋
と

し
、
父
親
と
二
人
し
て
、
た
っ
ぷ
り
一
日
を
費
し
た
。

だ
が
そ
の
道
も
、
私
ど
も
が
使
っ
た
だ
け
で
、
ま
た
も

と
の
林
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
百
年
に
わ
た
っ
て
人

の
足
で
踏
み
固
め
ら
れ
た
道
は
、
う
ち
捨
て
ら
れ
て
後
に

も
百
年
間
か
た
ち
を
留
め
、
一
年
間
使
っ
た
だ
け
の
道

は
、
一
年
す
ぎ
る
と
木
立
ち
の
中
に
消
滅
す
る
。
こ
れ
は

多
く
の
山
道
や
旧
街
道
を
経
験
し
て
き
た
、
私
の
感
慨
で

↑
（
｝
デ
〈
》
○ 山

峡
の
雷

タ
ケ
ャ
谷
ｌ
青
春
の
ひ
と
こ
ま
、

道
づ
く
り
を
し
た
日
か
ら
、
三
晩
ば
か
り
父
親
と
野
宿

を
し
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

タ
ケ
ャ
谷
の
滝
の
肩
に
あ
っ
た
古
い
窯
は
、
天
井
は
落

ち
て
い
た
が
、
胴
積
み
の
石
垣
は
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い

た
。
そ
の
天
井
の
か
わ
り
に
丸
木
を
横
に
渡
し
、
夜
露
を

し
の凌
ぐ
た
め
の
柴
を
か
ぶ
せ
、
窯
の
中
で
寝
た
の
で
あ
る
。

ひ
鑑

昼
間
は
稜
線
を
曲
が
っ
た
向
こ
う
の
山
駿
に
掘
立
小
屋
を

建
て
た
。
付
近
の
木
を
伐
っ
て
骨
組
み
を
つ
く
り
、
屋
根

を
津
き
（
屋
根
の
材
料
は
里
で
買
っ
て
運
ん
だ
も
の
だ

が
、
杉
皮
と
ト
タ
ン
板
の
ど
ち
ら
だ
っ
た
か
、
思
い
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
）
、
三
日
目
の
夕
べ
に
は
、
壁
は
ま
だ
な

か
っ
た
が
、
と
も
か
く
新
し
い
屋
根
の
下
で
飯
を
食
う
こ

と
が
で
き
た
。

さ
ら
に
窯
を
築
き
、
付
属
の
設
備
を
こ
し
ら
え
、
炭
を

出
荷
す
る
ま
で
に
は
二
カ
月
間
を
要
す
る
の
だ
が
、
そ
の

手
順
は
く
つ
の
機
会
に
書
く
こ
と
に
す
る
。

宇
江
敏
勝

う
ば
め
が
し
し
超

馬
目
樫
の
林
に
さ
し
か
か
る
と
、
樹
間
に
羊
歯
が
群
生

し
て
お
り
、
い
よ
い
よ
身
動
き
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
。

本
絡
的
な
刈
り
払
い
を
し
な
け
れ
ば
、
前
へ
は
進
め
な

い
。
私
は
登
る
こ
と
を
断
念
し
た
。

タ
ケ
ヤ
谷
の
炭
焼
き
暮
ら
し
は
、
ま
こ
と
に
単
調
な
も

の
で
あ
っ
た
。
昼
は
精
い
っ
ぱ
い
働
き
、
夜
は
焼
酎
を
飲

み
、
少
し
ば
か
り
本
を
読
む
か
、
ラ
ジ
オ
を
聞
き
な
が
ら

眠
る
、
日
々
そ
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
里
に
出
て
も
知
ら

な
い
人
ば
か
り
だ
か
ら
、
遊
び
に
行
く
こ
と
も
な
く
、
も

ち
ろ
ん
山
小
屋
を
訪
れ
る
人
な
ど
あ
る
は
ず
は
な
か
っ

た
。
親
子
で
炭
を
焼
い
て
い
る
と
、
お
の
ず
と
作
業
の
う
え

の
役
割
が
わ
か
れ
る
。

窯
の
操
作
を
す
る
の
は
父
親
の
受
持
ち
で
あ
る
。
伽
長

炭
の
生
産
は
と
く
に
禰
度
な
技
術
を
要
し
、
長
い
経
験
と

勘
が
も
の
を
い
う
仕
事
だ
か
ら
、
ま
だ
私
に
は
勅
ま
ら
な

く
ち
狸

か
つ
た
。
父
親
は
窯
の
口
焚
き
を
す
る
か
た
わ
ら
、
木
ご

し
ら
え
（
太
い
木
を
割
っ
た
り
、
細
い
木
を
束
ね
た
り
す

る
）
や
、
炭
の
選
別
や
俵
詰
め
を
し
て
い
た
。
炭
俵
と
い

●
●

え
ば
、
茅
で
編
ん
だ
ダ
ツ
と
呼
ば
れ
る
俵
が
使
わ
れ
て
い

た
最
後
の
時
期
で
、
翌
年
あ
た
り
か
ら
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
の

箱
に
入
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

き

私
は
ほ
と
ん
ど
毎
日
が
木
伐
り
で
あ
る
。
腰
に
巻
い
た

荒
繩
に
斧
と
鉈
を
差
し
、
鋸
も
吊
る
し
て
、
木
に
立
ち
向

か
っ
た
。
こ
の
地
方
の
林
相
を
端
的
に
言
え
ば
馬
目
樫
と

羊
歯
で
あ
る
。
馬
目
樫
は
一
つ
の
株
か
ら
数
本
か
ら
十
本

ぐ
ら
い
も
林
立
し
て
、
根
元
の
ま
わ
り
は
羊
歯
が
渡
っ
て

い
た
。
そ
の
羊
歯
を
か
き
わ
け
て
木
を
倒
し
、
窯
の
丈
に

玉
切
り
、
サ
デ
（
斜
面
の
木
を
落
と
し
て
く
る
ル
ー
ト
）

に
放
り
投
げ
る
。
そ
し
て
夕
藩
れ
近
く
に
な
る
と
、
一
日

が
か
り
で
伐
っ
た
木
を
、
サ
デ
に
投
げ
お
ろ
し
、
ま
た
す

べ
ら
せ
る
な
ど
し
て
、
窯
に
向
か
っ
て
寄
せ
て
く
る
の
だ

っ
た
。
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建物等がコンクリート建物であって

も，床，壁の内装材には職極的に木

材を使い，利用者にやすらぎを与え

たい，しかし，法規制で100nf以下

に区画した部屋等に木材内装が限定

されており，この面での見直しも必

要であるとの説明がなされた。

次いで林野庁からは，林柵事業で

建設した秋田県西木村の木造体育館

の説明があった。これは，「大断面

集成材」を使用し建築基準法の高さ

制限(13m)の特例として14.3m

の大規模な木造建築として注目され

た。また，新しく建設する営林署庁

舎はすべて木造としている。さらに

林野庁では，60年度予算要求にお

いて木材産業新技術開発促進事業

（100百万円),住宅部材安全性能向

上事業(44百万円）等の新規事業を

行っている。

各省庁からの説明に引き続き，出

農材鵜
木材需要拡大策で

政府･自民党活発に協議

11月9日，自民党林政基本問題小

委員会（小委員長・大河原議員，木

材需給問題小委員会･東家議員)は，

関係議員25名，関係省庁の幹部の

出席を得て，木材需要拡大について

協議した。

これは，全木連，金森巡等9団体

で結成する木材需要拡大協議会が去

る10月に行った要望を受けて開催

されたもの。同日の会合では，補助

対象としている建物の木造化の推進

策等について各省庁から説り]があ

り，次いでこれらについて活発な論

議がなされた。

まず建設省からは,56年の240戸

の公営木造住宅建設が，59年には

940戸見込んでおり引き続き努力す

る旨の説明があった。「木レンガ」

舗装については，これまでの実施

例，適合性等を確認しつつ検討して

いきたいとしている。

また，都市計画法の防火地域指定

に当たっては，防災計画，地域の経

済力等を配慮しつつ過重な制限とな

らないよう地方公共団体を適切に指

導していくとの説明があった。

次いで厚生省，労働省，文部省，

国土庁からは，補助対象としている

世界の木材消費量は1982年現在

約30億藤であり，このうち用材と

して14億IIf,薪炭材として16億InS

が消費されている。

これを地域別にみると，全体の32

％（9.4億”）をアジアが占め，次

いで北米19％，アフリカ15％の順

また，先進地域,DI1発途上地域別

に消費通をみると，北米，欧州等の

先進地域は全体の消費量の81％を

用材として利用し，薪炭材･としての

利用は少ないが，アジア，アフリカ

等の開発途上地域では薪炭材が82

％と消費量の大宗を占めている。し

かもこの10年間の推移をみると，

先進地域の消費の伸びがわずかなも

の（4影）にとどまったのに対し，

開発途上地域では，薪炭材消徴趾の

艤識:蕊錬蕊厩懇海撚業I

世界の木材消費

億,1

０
９
８
７
６
５
４
３
２
１
０

－ となっ ている。

｜
用
材

←開発途上地域一ラー先進地域一一一ョ

年

1972菱重重霧開|”櫛“蝿一一一一一一一一一

用材（

(8％）

~薩'982 （36）

ー

南
米
量

ソ
連
喪消

欧
州
材木

ア
フ
リ
カ
別域

北
米
地

太
洋
州

ア
ジ
ア

510152025 30(Igm')

木材消蜜垂の推移

寅料:FAO林業生産年鑑(198"
ン
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席議員との間で活発な意見交換に

移り，先の長野県西部地震の際，

コンクリート建物は大きく損壊し

たが，木造建物は損傷が少なかっ

た。また，ヨーロッパでは三階以

上の木造公共建築物が普及してい

る例も出され，近く蒲工が予定さ

れている京葉線の新木場駅駅舎は

「木造」で行ってはどうかとの意

見も出された。

国県等が行う建築物には自ら

木材使用を拡大するとともに，

木造は「倒壊する，燃える，腐

る」と広く流布されているが，具

体的な試験データを提示しつつ

「木造のよさ」を訴えつつ，木材

需要拡大をさらに推進していくこ

とで散会した。

三
壹
三
三
一
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
二
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
一
三
三
三
三
三
三
三
三
三
一
三
三
三
三
三
三
一
三
三
三
三
三
三
三
ヨ
ヨ
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
一
三
三
三

林政拾遣抄

鉄

奥
羽
本
線
板
谷
峠
付
近
の
鉄
道
林

国鉄の車中から，時折「鉄道防雪

林」という標柱を見かけることがあ

る。鉄道林の一・職で，防雪のために

国鉄が管理している森林である。鉄

道林は国鉄有林であり，また鉄道防

雪林は森林法上の雪害防備保安林と

は異なる。次の表は昭和56年3月

現在の鉄道林の林種別表であるが，

これにも示されるように，苗畑を

含め総面積16,500haの鉄道林が，

4,600カ所にわたって存在してい

る。延長が約2,000kmとはレール

に沿った長さの表示であろう。

この表で見ると防雪林が13,600

鉄道林数量表(S56.3.31現在）

haで鉄道林の大部分を占めているこ

とがわかる。鉄道林は全国に分布し

ているが（千蕊,東京北,新幹線総局

の管理下にはない)，特に多いのは

北海道，東北，北陸，山陰地方の多

雪地帯となっている。防雪林はふぶ

き防止林となだれ防止林の2種あ

り，なかでもふぶき防止林が大半で

ある。こんな話も伝えられている。

「明治24年，全線が開通したばか

りの東北本線では，ふぶきのたびに

線路への吹きだまりが生じ，列車の

被害が続出した。本多静六氏（当時

東大教授）がカナダのパシフィック

鉄道の例にならって防雪林

I‐.匿一ロー…函一・君一一一五斤． －．1

伸びを中心に28％と大幅に増加し，

世界の木材消費謎の伸び（'6％）の

大宗を占めている。

開発途上地域では，こうした薪炭

材消費の増加や森林の農用地への転

用，無秩序な焼畑移動耕作等により

森林資源が減少しており，土壌侵食

等による災害の多発，森林の草原

化，砂漢化が深刻化し，地域住民に

深刻な影響を与えているとともに，

地球的規棋での環境への影響が懸念

されている。

このため，森林寅源の維持造成な

ど地球的な緑資源の確保が必要にな

るとともに，地域開発のためのアグ

ロフォレストリー（林業と農作物の

作付けの組み合わせ）の導入など幅

広い林業協力が求められている。

の設定を同郷の渋沢栄一に

進言した」と。般初の鉄道

林は明治26年，水沢から

小湊間で38カ所,50haが

設けられている。

国鉄の総用地面職は6万

7,285ha(昭和56年3月現

在)，その約4分の1が鉄

道林である。写典は板谷峠

（奥羽本線）付近の鉄道林

である。

林

上善峰男：日本国有鉄道の鉄道林(森林文化研究，cめわ。

第3巻第1号）より引用（筒井辿夫）
lIIIllIlliIlllIIIIⅡⅡllIIlllⅡ111ⅡllIIIlIlⅡlllIⅡIIII1IllIIlIlllIⅡllllIIIllIIIllIIIIlⅡIIIlIIlIHllIⅡIlllII1川11ⅢlIllIIIIllⅢIⅡ''1Ⅱ11ⅡⅡ''1Ⅱ11ⅢⅡlIIIlⅢlⅢlⅡⅢIilI｜
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の生活と比べて，絡別の変化をした

ことではなさそうであるc

一体’国土が狭く人口が多いわが

国で，「うさぎ小屋的住宅」を建て

ることが，不合理であり生活文化の

低さを示す指標となるのだろうか。

むしろ，こじんまりした住宅の中

に，整然とした居住環境と余裕空間

を造り出すくふうをし，落着いて糖

神的に充実した生活が営めるような

住宅椛造を考えることが，日本の風

土に適合した住宅建築であり，生活

文化の水準を高めるのに役立つので

はなかろうか。

これまで紹介した明治村(犬山市）

には，公共建築物に混じって一般の

住宅もある。東京都文京区本郷から

移設された理髪店「喜之床」（明治

末年ごろ建）はその一つである。こ

の家は，間口が6mぐらいで奥行き

も同じぐらいの二階建で，典型的な

昭和初期ごろまでの床屋といった風

情の家である。一階の半分は床屋の

店であり，2間続きの二階は，石川

｢ささやかな縁側」
ごく最近に「うさぎ4厘」という

日本の住宅状態を風刺したことば

が，しきりにマスコミで使われてい

た。そして，そのころから住宅建築

は「量から質の時代」とか「住宅の

高級化」と称して，一見西欧風で従

来より一回り大きい建築に変わり，

庭がほとんどない住宅力鐙られるよ

うになった。なるほどそれで屋内は

いくらか広くなり，外観からも「う

さぎ小屋」と呼ばれることがなくな

る効果があるかもしれない。

しかし，そのような住宅での生活

が，従来の「うさぎ小屋的住宅」で

蘭 I

“
■

縁
側
の
あ
る
住
宅
モ
デ
ル

デ
ザ
イ
ン
建
築
設
計

滝
沢
陸
（
禁
無
断
利
用
）

’二｜’
ら

■

≠詮起
きー

水郷・薯之床の隷側 rか”

を生産していればよかったし，木材

屋は丸太が出発点でその料理には熱

中しても，山でどのような品質の木

が育てられているか，などにはむと

んちゃくなのが一般であった。それ

で商売は成り立っていたのだから，

たいへん大らかな産業であったとい

うべきであろう。川上，川下論議は

ここにきて極めつきの不況のもとで

林業林産業が，やっと他の産業と同

列にものを考えるようになった，と

いうことを意味しているのかもしれ

ないが，いずれにせよ結構なことで

はある。

“明日の木と森”は川上と川下の

相互乗入れを試みた本である。編者

筒井辿夫教授を中心として，東京大

学を主とする中堅，若手の先生方が

林学と林産学の立場から森の役割

と木の利用を解説されているが，川

下も川上を，川上も川下を考えなが

ら，という前提がある点ユニークで

ある。

内容は序索が木と森の文化，第一

部木の利附では，第一章木材の構

造，第二章木材主要成分の化学，

節三章木材盗源から作られるいろ

いろな材料，第四章木材の利用と

高分子，鰯五難繊維資源としての

パルプ，鋪六潔バイオマス利用，

となっており，第二部が森の役割で

第一章森林貴源の現状，節二章森

林費源の造成，第三章利用技術と

森林資源，第四章木造住宅の後退

と復活，という椛成である。目次で

見るとおりどちらかといえば川下に

力点が瞳かれているように思われる

が，それぞれ将来を展望する形で書

かれており，読者があれこれと考え

てゆく資料としてたいへん役立つ。

多少専門に過ぎる部分はあるが，こ

れは本書の性格上やむを得ないこと

量剛語剛＃
《．:．:::::難蕊辮癖:::::．:今.．.:.：

筒井迪夫編著

明日の木と森

地球社

〒107束京都港区赤坂生3-5
("03-585-0087)

昭和59年9月5日発行
B6判,288頁
定価1,800円（〒250)

このごろ，よく川上と川下という

ことばがきかれるようになった。林

業者はどちらかというと需要や利用

にはさほど関心を持たずにただ丸太
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啄木が明治42年6月に家族を東

京に迎えるため間借りした場所で

あり，ここで彼は不朽の歌集『一

握の砂』を脱燗している。

このように由緒ある家である

が，住宅としては誠に狭い。それ

でも裏に回ると，ささやかながら

1間に半間の縁側があり，その外

は1坪ぐらいの庭になっている｡

縁側は，店の奥の居間からガラス

戸を開けて出るようになっている

が，板張りの縁側が構成する小さ

な空間は，木の持つ温さと調和

性，それに植木鉢などが置かれた

であろう庭の土の感触も加わり，

狭い建物の中につつましいながら

安らぎの世界を造っている。

夏の夕べに，啄木が長女京子と

この縁側で線香花火を楽しみ，東

京での日々の苦闘からしばしの安

息を求める－，そんな光景を想

像したのであるが，おそらくそん

なこともあったのではあるまい

か。

《ir司壹言】1

原点にもどる
■
０
．

’最近，内閣総理大臣の諮問機関で

|ある科学技術会議から第11号答申

．「新たな情勢変化に対応し，長期的

｜展望に立った科学技術振興の総合的

；基本方策について」が出された。

：わが国の科学技術政策が，科学技

i術会議の答申に基づき展開されてき
ているが，昭和52年の第6号答申

{i「長期的展望に立った総合的科学技

術政策の離水について」以来，科学

技術が広汎かつ急速な進展をみせる

とともに，世界経済の停滞や国際的

‘あつれきの増大，国内における社会

･の成熟化，高齢化の進展，産業構造

の変化など科学技術を取り巻く内外

’の諸条件が大きく変化している中で

科学技術のいっそう重要性力ざ高まっ

てきている。このため，昭和58年

3月に第11号として諮問され，最

：近，ようやく答申に至ったもので，

’今後10年間程度の科学技術政策の

i基本となるものである。この答申に

Iは3つの視点があるが，第一に創造

的な科学技術の振興，第二に科学技

術と人間社会との調和ある発展，第

三に国際性を重視した展開である。

；鮒一の視点の研究開発の展開に当た

’っては，原理・現象に立ち返ったと

ころから，新しい技術の芽を創出す

’るとともに，社会ニーズと結び付

｜け，独創的な科学技術の創出を図る

ことが重要であると記述されてい

’る。
‘この原理・現象に立ち返ることは

現在厳しい状況におかれている森

‘林・林業にとって考えなければなら

ない重要課題である。特に生物を相

手とする産業として，植物本来の基

本原則にスポットライトをあてた展

開が必要である。技術的側面でみる

と，広葉樹施業，天然林施業，複層

林施業など植物の特性を踏まえた技

術，生物固有のもつ特性である生理

活性物質の利用，病虫害防除への天

敵利朋技術の開発，植物の共生関係

にある微生物等の活用技術の服発

また木材利用の面では，木質資源固

有の特性を生かす技術，すなわち，

微生物等利用によるタンパク，アル

コールへの変換などがあげられる。

一方経営的側面からでは，農業との

複合の問題がある。有磯農業運動の

推進者である農業者の著書(『農から

の発想』）によれば有機農業とは，

昔の腿業，それは農業，林業などの

有職的な組み合わせができていたも

のであるとある。これは今日の苦難

な林業経営を乗り切る方策にヒント

を与えており，農林複合の面からの

接近の必要性を説いているが，最

近，‘職おこし”などの村落共同体

の再興にめざす運動があり，これに

沿ったものと考えられる。技術的，

経営的側面について施策の展開，試

験研究の動きが出はじめていること

に，意を強くするところであるが，

森林・林業の取り巻く情勢が厳しい

ときであるからこそ，原点に立っ

て，林業とは，森林とは，木材と

は，何かを考えて，その中から将来

の森林・林業の方向を見いだす試み

が是非とも必要である。(N.R)

（この柵は編集委員が担当しています）

であろう。もちろん川上からも将来

が展望されている。“本書は木を利

用するテクノロジーの進歩を担う人

たちと，森林のエコロジカルな性質

がどのように人間＝社会の発展と関

わり合うかを学ぶ者たちとの共同作

品である。木の利用の技術をどうし

たら森林の自然の循環のなかで生か

し，新しい木と森の文化をつくるこ

とができるか，本書がそれを考える

一つの手がかりを提供しておれば幸

いである”と編者は述べている。強

いて難を言えば，川上も川下も，将

来の資源不足に気を使いすぎている

ような感じがないでもない。もう少

し稜極論をぶってもよさそうに思う

が，それが本書の手固いところであ

ろう。とにかく一読すべき好著であ

る。

((鮒)日本住増水:蕊漁一議）
林業技術No.5131984．12
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低質原料による単層パーティク

ルボードを心板とする複合合板

の材質（第2報，完）－耐候

性能について

北海道・林産試波岡保夫ほか

林産試験場月報No.393

1984年10月p.7～12

工場廃材，林地残材等の低質原料

により単咽パーティクルポードをつ

くり，これを心板とする複合合板を

高度の耐候性を要求される用途に向

ける場合を考え，耐候性の面からコ

アポードの製板条件とポードコア複

合合板の材貨を検討した。

(1)メラミンユリヤ接着剤結合ポー

ドコア(MU)合板は，強度面では

1年目以降の劣化速度が急速になる

とともに，端面のふくれ現象が1年

以前から顕著になる。

(2)フェノール櫛l旨結合ボードコア

合板は，1年目の劣化はMU合板よ

りわずかに大きいがそれ以降はゆる

やかに低下，また端辺のふくれも実

用上問題にならない程度におさえら

れる。

(3)i附候性を重点とする場合のコア

ポードの製板条件をフェノール樹脂

8影添加，ボード比重0．55とし，

それによるポードコア複合合板の諸

材質を示した。

国産造林木の材質一スギ正角

材の実大曲げ強度

国立・材試中井孝

木材工業No.452

1984年11月p.42～46

林業技術No.5131984.12

国産造林木の強殴性能とそれに関

連する材質上のいくつかの点につい

て解説している。従来とられてきた

ように，基準強度値をもとにしてい

くつかの仮定を設けて誘導された許

容応力度は，実大材の試験結果と必

ずしも一致しなかった。したがっ

て，ここでも無欠点小試験体によっ

て得られた強度性能についてではな

く，実大材の試験結果について論じ

ている。

試験結果を総平均値でみるに，比

重は0.40(0.30～0.59),含水率はや

や高く，18．8％，平均年輪幅は4.3

mm(1,0～12.0),節径比の測定値

のうち試験体の全長に対する最大節

径比は24.4影（9.0～50.0)，集中

節径比は単独節径比の約1.7倍とな

り，41．2％（9.0～86.0),曲げヤ

ング係数は75×103kgf/cm2(31X

103～137×103)，曲げ破壊係数382

kgf/cm鰍となっている。曲げヤン

グ係数が30×108～140×103kgf/

Crn2の範囲に分布していることが

使用上支|厳を生ずるおそれがある

が，製材所等で測定するシステム

（非破壊的に実測できるので）を作

れば，品質表示が可能で支障はさけ

られる。

偏平半球による斜面積雪のグラ

イド抑制方法（特許出願中）

国立・林試佐伯正夫

林業試験場場報No.243

1984年10月p.4～5

開発したグライド抑制方法は，斜

面に適当な間隔に配慨した偏平半球

状の椎造物によって，斜面全体の積

雪の移動を徐々に流動させながら抑

制し，雪崩の発生を防止することを

第一の目的とする。切取階段工，柵

工などと併用してその間の積雪の移

動をさらに少なくすることもでき

る。以下，その工法の紹介と試験結

果の概要を報告している。

偏平半球状の椛造物（コンクリー

トまたは鉄板で作る)，つり下げ用

フック，連結用フック，固定杭から

なる。この柵造物は偏平半球である

ので，榊造物に接する秋雪層が徐々

にせん断破壊を起こしてゆっくり流

動することになる。豪雪地帯の平均

的雪崩地（傾斜35～40度）で斜面

積雪を安定させるには，約2,500～

5,000個/ha,水平方向および上，

下の間隔は1.5～2｡0m程度の配置

となる。実験では職雪を安定させ得

ることが立証され，経費も比較的安

い利点がある。

ヒノキ天然更新に関する調査結

果と今後の取り組み

大阪営林局技術開発室

スリーエムマガジンNo.283

1984年10月p.8～13

高野署の高野山国有林，西条署の

野路山国有林等にヒノキ天然生稚樹

が発生している林分が多く見受けら

れ，将来天然更新によって十分に成

林させ得ると考えて，赤井龍男博士

(京大）の指導のもとに，53年度か

ら試験地を設け，洲査研究を行って



きた。以下，調査の結果ならびに今

後の方針について述べている。

雅樹の発生と消長，稚樹の生育状

況，林内相対照度，下層植生調査，

本数柵迩等について詳しく述べてい

るが，上木伐採後の樹高1m前後に

達したころにha当たり1万本程度に

整理することが望ましい。天然更新

は平たん地や緩斜地で，下層植生が

少なく，コケ類の出現する林地は比

較的容易である｡更新方法としては，

主伐期からさかのぼること20～25

年に20～30影の予備伐を行い，次

に10～15年前に25～35％の下種伐

を行うシステムを提案している。

カラマツ小径材の利用技術一

林産試験場における開発事例(2)

北海道・林産試高橋利男

林No.392

1984年11月p.1～8

ここでは，利用を前提としたとき

の基礎となる“小径材の材質”につ

いて，特に小径材を形成する未成熟

材の材質を成熟材のそれと対比して

述べ，最後に用途鮒発例の一つとし
あぜくら

て校倉造りログハウスについて紹介

している。

髄からの距離で5cm以内が未成

熟材部と仮定して立木材積に対する

未成熟材部を計算してみると，林齢

30年でも胸高直径20cm,未成熟材

部比率で44％と未成熟材部の占め

る割合が大きい。カラマツの欠点と

しては，製材品の乾燥に伴うねじ

れ，狂いが大きく，未成熟材の強度

は成熟材に比べて20～30％低い

(10.5cm正角の実大材による強度

試験によれば，未成熟材で曲げ強

さ350kg/cmg,ヤング係数60～80

ton/cm2,成熟材では450kg/cm2

以上,100ton/cma)。未成熟材部を

含む心持正角の強度は弱いとはい

え，許容応力度(長期)の約4倍の強

さがある。最後に円柱材による“校

倉造りログハウス”の設計，施工例

が具体的に解脱されている。

カラマツ接着ラチス梁の実用化

－，84小樽博サブテーマ館へ

の利用

北海道・林産試小松幸平

林経協月報No.278

1984年11月p.30～36

カラマツの4経材を使って，付加

価値の商い建築構造部材としてカラ

マツラチス梁が紹介されている。

ラチス梁とは「組み格子」を意味

するラチス(Lattice)を腹の部分に

有する組み立て梁をさす。ラチス梁

が曲げられると，梁の上縁側の部

材，すなわち上弦材には圧縮の力が

作用し，下縁側の部材，すなわち下

弦材に引っ張る力が作用する。この

際，腹の部分のラチス材（腹材）は

筋述として作用し，上下弦材が相対

的にずれるのに抵抗する。

研究開発の方針を生材利用の釘打

ちラチス梁から，乾燥材を用いた接

着ラチス梁の開発へと転換した。以

下，“小樽コネクション館6棟”に

長さ12mの接着ラチス梁が実現す

るに至った経過が詳しく解説されて

いる。

アグロフォレスl､リーと林木の

役割り

国立・林試内村悦三ほか

熱帯林業No.1

1984年10月p.3～10

熱帯地域にある開発途上国では，

焼畑移動耕作によって林地は著しく

低質化している。こうした林地に，

腱作物だけでなく樹木を植栽して土

壌の流州，侵食を防ぐなど土地の立

体的利用をはかるための混農林シス

39

テムが注目されてきた。このシステ

ムはまた放牧地における畜産と林業

の共存をも包含するものであるが，

組み合わせによって各種の施業方法

が成血する。こうした方法をアグロ

フォレストリー(Agroforestry)と

呼んでいる。

このアグロフォレストリーも熱帯

アジアと中南米では，その社会的背

景，生活，立地条件などにより農作

物と樹木の組み合わせや種類はそれ

ぞれ異なっている。前者では樹木と

農作物との両方の生産を期待してい

るが，後者では樹木は茶,コーヒー，

カカオ等の庇陰樹とし，農耕地や牧

野への用材樹種の導入，果樹との組

み合わせなどとさまざまに利用され

ている．

以下，アグロフォレストリーの導

入と林木の役割についての事例とし

て，インドネシア，コスタリカ，パ

キスタンの場合について詳しく解説

している。

○永田信：特集く緑＞ブーム

の根本問題一く緑＞の論理と

経済論理

林業経済No.432

1984年10月p.23～28

○斎藤明：林木における組織

培養，細胞融合による育種技

術開発の現状と問題点

日本林学会誌66－10

1984年10月p.397～401

○林克彦ほか：コンピュータ

ーを用いた地形表現と地すべ

り解析への応用

地すべりNo.78

1984年9月p.31～35

林梁技術No.5131984.12
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研究報告第26号

新潟県林業試験場

昭和59年1月

（論文）

ロスギ採種園の種子生産技術(I)

－－柵成クローンの着花性と種子生

産性

口階段造林試験（Ⅳ）－雪害防止

試験の秋雪安定度と生長

口蕊多雪地帯の造林技術（Ⅶ）－

雪起こしの作業方法と効果について

口広葉樹林の育成に関する研究(Ⅱ）

－コナラ二次林の成立本数と樹種

椛成

ロキリ樹胴枯病の自然感染予防試験

ロ新潟県におけるマツの枯損動態調

査

口未利用樹種によるナメコ培地組成

法の|)ll発

ロエノキタケ優良種菌の選抜(1)

－エノキタケ野生菌株の人工栽培

（短報）

ロ地位指数曲線を活用したスギの造

林適地と保育施業法の一試案

（抄報）

口ウルシの生長と漆液の採取につい

て

口地すべり土塊の複層的挙動と杭剛

性の相違による抵抗効果

大型プロジェクト研究成果報告

雲
巨

林野庁

昭和59年8月

林野庁では，森林・林業に関する

試験研究の効率的な推進と高度化を

図るため，行政上，産業上からも重

要であり，緊急に解決しなければな

林業技術No.5131984,12

※ここに紹介する資料は市販されない

ものです。発行所へ頒布方を依頼する

か，頒布先でご覧下さるようお願いい

たします。

lllillllllil
らない重要な課題について，国およ

び都道府県の林業試験指導機関等の

有機的分担のもとに，昭和53年皮

から大型プロジェクト研究として実

施されてきたところであるが，今

回’次の2課題の研究成果をとりま

とめ発行した。

口食用きのこ類の高度生産技術に関

する総合研究(大型プロ研究成果，）

この報告書の主な内容は次のとお

りである。

第’章研究の要約，第2章シ

イタケの高度生産技術，第3章ナ

メコの高度生産技術，第4章マツ

タケの高度生産技術

口松の枯損防止新技術に関する総合

研究（大型プロ研究成果2）

この報告書の主な内容は次のとお

りである。

第1章研究の要約，第2章天

敵の利用技術に関する研究，第3章

生理活性物質利用技術に関する研

究，第4章薬剤の単木処理技術に

関する研究，第5章マツ林枯損動

態の解明に関する研究，第6章被

害査察・予察システムの確立に関す

る研究，第7章周辺技術に関する

研究

研究報告第18号

広島県立林業試験場

昭和58年12月

（研究報告）

ロキリのタンソ病およびトウソウ病

抵抗性検定に関する研究

口個別林家における間伐実態の経営

的分析

ロマツタケ林環境整備施業の効果

－「アカマツー裸地」林相への敷

わら施業

本報告は，表土が浅く土壌の乾燥

が激しいなどの原因で，マツタケの

シロ密度が極めて低く発生最も少な

いアカマツ林の林床に対して稲わら

を利用した環境整備施業法を試み，

その結果を，施業後から現在(12年

間）にいたるまでの調査データ等を

分析することによって得た，当方法

の効果等についてまとめ報告したも

のである。

ロマツノマダラカミキリの個体数変

動調査と天敵微生物による防除試験

口松くい虫空中防除薬剤(MEP)

の動態に関する研究

以下研究資料

ロランドサットデータ解析による森

林資源ならびに森林被害の推定（予

報）

ロワサビのハウス栽培に関する研究

山地崩壊及び洪水発生危険地区

判定法の確立

農林水産技術会議事務局

昭和59年9月

本報告は，山地災害予防の見地か

ら，効果的な森林施業ならびに治山

工事の実行に役立つ，小流域を単位

とした精度の高い危険地区の判定方

法の提示を研究の目的として実施し

た成果についてまとめたものであ

る。

この報告の主な内容は，第1章が

崩壊危険地区の判定法で，斜面にお

ける土中水分と土層の変動，斜面の

地形・土層に関する崩壊危険度の量

的表示法および各種因子と崩壊発生

の複合的関連からなり，鋪2章が洪

水危険地区の判定法で，小流域にお

ける土壌水分および地下水の移行お

よび各種地文条件が洪水流出に及ぼ

す影響等で構成されている。
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嬉両冊

再び，だ円（二焦点）林政について
大学演習林そのもうひとつの存在意義
森林計画制度の意義と課題

新興林業地域の発展の道を考える

林業経営はどこへ行くか
筒井先生への手紙一林政パラダイムの検討
水･土保全と森林施業
木材糖化工業の将来展望

いまなぜ林業協力が必要か
国民参加の現代的意義一小流氏に答える
造林樹種の選択をめぐって

特集

バイオテクノロジーの世界
Iバイオテクノ‘ロジーの内奥をのぞく
Ⅱバイオテクノロジーの主要技術

1．遺伝子操作
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広葉樹林施業に関する研究の動向一常緑広葉樹林

一温帯林の有用広葉樹

定説の周辺を洗う
亜高山帯における針葉樹林帯欠如の論議をめぐって

覆された着雪被害の定説
節による木材の強度低減

森林と水
森林と水との関係はどこまでわかったか

疎林土壌の保水力
フィルターとしての森林の効果

解説

分収育林制度の推進と森林整備法人の役割について
優勢木の間伐一量的･質的生長と健全性に及ぼす影響

林家の林業生産活動の現状-1980年林業センサスからみて
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住 宅建築の動向と製材業西村勝美
マツタケ栽培を夢みる前に 小川眞

記録の記録の報告一一モウソウチクの開花山路木曽男・富岡甲子次・小騰哲夫
II日和58年7月豪雨島根県西部災害を見て村上公久
昭和59年度林業関係予算の概要松本郁夫
くr2'世紀にむけての森林･林業』公開シンポジウムから＞
森林.林業の国民的課題「林学」技術研究の今日一日本林学会公鮒シソ銀ジ
ウムからなにを学ぶか安藤嘉友
第95回日本林学会大会の概要編集部
林道法面の植生回復新谷融
富士スバルラインに見る植生の回復長田一'一九三・滴藤城宏・田辺昭
タケノコ生産と竹林の管理野中重之
年輪から何がわかるか太田貞明
ミョウガの林内栽培冥賀明儀
国産針葉樹材の利用の方向山井良三郎
住宅費材としての木材の問題点野溝智彦
これからの木造住宅一"民家型柵法”の提案藤本昌也
3年目を迎えた総合的な松くい虫被害対策中岡茂
ウッドケミカルス 志水一允

バイオマス産業用原料としての森林資源の造成佐々木恵彦
今冬期林木の寒さの害の調査速報佐々木長儀
海外林業協力の技術的課題と林野庁の予算要求藤原敬
林業の発展段階の違いと技術指導のあり方一サンパウロ林業研究協力を振り返って

中野實

同際熱帯木材協定の意味するもの 青柳朋夫
海南島の自然条件と林業，符気浩
59年冬期の寒害（栃木・福島）吉武孝
蕊雪地帯における植栽樹種の検討佐伯正夫・渡辺成雄・大関義男・庭野昭二
年輪年代学と考古学光谷拓実
ヒノキ造林をめぐる最近の問題一値付.保育の面から藤森隆郎
山の病気はなぜ増える一山医者の嘆き･ヒノキ樹脂胴枯病を例として小林享夫
ヒノキ林の造林限界に関する史的考察中垣勇三
ヒノキ天然更新施業一ヒノキ林施業の歴史的経過とこれからの天然更新施薬原田文夫
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＜海外の話題＞
セントヘレンズ噴火･その後大角泰夫
南米･パラグアイの大水害若森邦保
オレゴン州から日本への丸太輸出を禁止する法制化の動き

RichardP.Bullock．（抄訳）小松新平
オーストラリアにおける林野火災の実態と対策山谷成夫

503

504

509

512

<RESEARCH-全国林業試験.指導機関の紹介＞
1．北海道立林業試験場（石井宏．505）11．
2．北海道立林産試験場（水江満．505）12．
3，沖縄県林業試験場（安里練雄・506）13．
4．青森県林業試験場（若原寿明・506）14．

5．鹿児島県林業試験場（山内孝平・507）15．
6．鹿児島県木材工業試験場（遠矢良太郎・507）16．
7．岩手県林業試験場噛舘昌・508）17．
8．宮崎県林業試験場（黒木隆年．508）18．
9．宮城県林業試験場（南部繁利・509）19．
10．熊本県林業研究指導所（中島精之・509）

新年のご挨拶

聴30回森休・林業写真コンクール優秀作品（白黒の部）紹介
第30回林業技術賞･努力賞/第17回林業技術奨励賞業績紹介
"301'il林業技術コンテスト要旨紹介

秋田県林業センター（進藤隆男・510）

長崎県総合腱林試験場林業部(和田j

福島県林業試験場（中村昭一・511）
佐賀県林業試験場（荒谷清英・511）

新潟県林業試験場（木村浩・512）
福岡県林業試験場（池田一雄・512）

石川県林業試験場（長谷川義法・513）

石川県林木育種場（深山高四・513）
大分県林業試験場（田尾敏昭・513）

威・510）

猪野礦 502

502

510

510
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随 筆

物語林政史

第22話林業保誰政策に職を賭して去っ
た渡辺全一戦前期木材関税

障壁の構築（その3）
第23話対談・二本の釘が抜けていた山

林局の対応一国立公園法成立

の周辺から今後に及ぶ(その1）
第23話（その2）

第24話内からも外からも風当たりは続
いたが一公有林野整理統一事
業による市110村有林の形成

（その1）
第24話（その2）

第25話走りだしたら止まらなくなった

－国有林の択伐天然更新施業
への突進（その1）

巷談「木場の今笥
13木場の正月

14昭和初期（その2）
14昭和初期（その3）

14昭和初期（その4）

15昭和7，8年のころ
16戦争への道

手束平三郎

（その2）
（その3）

結局仲よくさえすれば良かった

のに一治山・砂防事業半世紀
の確執（その1）

（その2）

理念の独走か矛盾の統一か－
昭和14年の森林法大改正

（その1）
（その2）

話
話
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513館27話
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松木善治郎

17大空襲一戦災
18木味，木心，木の色気

19敗戦からの出発
20統制，インフレ，ヤミ，デフレ

21市売りの進出（その1）

21市売りの進出（その2）

字江敏勝

シブケー最後の焼き子（下）
字井郷一備長炭の後継者
タケヤ谷一青春のひとこま（上）

タケヤ呑一青春のひとこま（下）
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山峡の譜
カラ谷一炭窯づくりとアカケラ(1)

カラ谷一炭窯づくりとアカケラ(2)
フカサコー炭持ちの道(1)

フカサコー炭持ちの道(2)

シブケー最後の焼き子（上）

ヒマラヤ回想

9なにわ節の世界
10リーダーの資任(1)

510

511

512

513

505

506
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508

509

岩坪五郎
10リーダーの資任(2)＜般終回>50'l２

３
０
０

５
戸
ひ

技術情報502～503505～509511～513

JournalofJournaIs502～505507～509511～513

農林時事解説

親子日曜大工教室に人気一農林水産祭「実りのフェスティバル」502林政審議会が国有林の改革推
進について答申／松くい虫被害減少503昭和59年度林野関係予算案504林野三法国会提出505
国有林野事業の生産・販売方針一新たな視点に立った生産・販売事業の充実・強化506苗木と花の
配布会／親と子の森林教室-21世紀の森を歩こう50758年度松くい虫被害減少／｢国有林緑化推進
協力基金」が発足508林野庁本庁組織の再編成509昭和58年林業属地調査発表される／雇用調整
助成金の対象業種の指定510米国からの林産物関税の引下げ要請について／長野県西部地震発生する
51121世紀に向け林政長"lビジョン策定へ－林政審側催される／国民連動強化を決議一「松の緑
を守る」大会開催される512木材需要拡大策で政府・自民党活発に協議513
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統計にみる日本の林業

保安林の整備502停滞を続ける木材（用材）需要鎧503林道の整備504堅調な特用林産物生
産50550年代の林業の動向506低迷が続いている丸太生産507長期不況に悩む製材業508
山村の動向509地域林業の中核として期待される森林組合510林業を支える金融制度511最
近の住宅建設の動向512世界の木材消費513

林 政拾遺抄筒井辿夫

スキー場開発502鉄筋コンクリート土留工503国有林と地元504どがま半兵術505林内
殖民506威宜園507池田炭508中学山509一国山林経済学510きのこの詩511
森林鉄道512鉄道林513

木と住まいの美学

階段の工夫「箱段」
「仏間のある住まい」
「木の柱」その1

｢木の柱」その2

｢明治洋風建築のベランダ」
｢ささやかな縁側」

509

511

513

503

505

507

本の紹介

i.細仮・緑化樹木の病害虫(上)病害とその
防除』（小林享夫著）近藤秀明
『北海道の広葉樹林』（菊沢喜八郎著）

〃'1沢聰雄

『冬芽でわかる落葉樹』（亀山章監修・
馬場多久男解説・写真)H.
『エゾヒグマ百科一被害・予防・生態・
故事』（木村盛武著）上田明一
『森に学ぶ』（大政正隆著）橘本与良

『新版・緑化樹木の病害虫(下)害虫とその
防除』（小林富士雄著）佐藤正彦
『新興林業地域と地方木材消徴地市場の結
合と再編』（小嶋睦雄著）堺正紘
実践林業大学XXⅦ『治山緑化工」（村井
宏著）塚本良則
『木と日本の住まい」（(財)日本住宅・木

材技術センター編集）平井信二
｢現代林業経済論一林業経済研究入門』
（鈴木尚夫編著）有永明人
｢改訂・林業薬剤便覧』（林業薬剤協会編
著）小林富士雄
『枝打ち－基礎と応用』（藤森隆郎著）

相場芳憲
『森林をまもる－生態系と動物の自然制

御』（古田公人著）筒井辿夫

『日本の森林・緑資源』（依光良三著）
筒井辿夫

『日本近代林政の基礎構造一明治椛築期
の実証的研究」（萩野敏雄著）三井昭二
『明日の木と森』（筒井辿夫編著）

上村武
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だま
一
」

危うきかな，わが国有林502造林事業の推進と山村振興503今はやりの森林整備法人について

504緑と緑地505住宅と女族506林業は死体処理業か507真夏の夜の夢508「知調
と「技術」および「学術」509木材関税問題510均質性からの脱却511新山村造りへの願望
512原点にもどる513

会員の広場

樹海だより(6)北国の森林と文化畑野健一503九州地方におけるヒノキ種子の作柄予測の5年間の結
果森田栄一503よみがえれ山村一山村と都市の交流を岡田公人504林業用作業指導書等に
おける図解の効用と限界一伐木作業における“くさび打ち”を例とした問題提起桑原正明507森
林の取扱いに関する基本的要件一いろいろ考えに考え抜いて岡田幸郎509樹海だより(7)補遺畑
野健一511『風流キノコ諏』を読んで西口親雄511よい苗木とは何か－量的表示に疑問海藤
精一郎512
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日本学術会議第13期会員選挙中止のお知らせ
森林･林業に関する公開シンポジウム『21世紀にむけての聯林･林業』のお知らせ
第31回森林･林業写真コンクール作品募集要領
第39回通常総会の開催および関係行事のお知らせ
『空中写真セミナー』開催のご案内
第31回森林･林業写真コンクール入選者の発表
新会員勧誘のお願い

第30回林業技術賞･同努力賞，第17回林業技術奨励賞および卵30回林業技術コンテスト入賞者の
発表
59年度山火事予知ポスター「図案」「標語」募集要領
日本林業技術協会組織機構
昭和59年度林業技士養成講習受講者募集要領ならびに林業技士登録要領（綴込み）
日本林業技術協会第39回通常総会報告
第31回林業技術賞ならびに第18回林業技術奨励賞および第31回林業技術コンテストについての

予告

『森林経営に関するユフロ国際研究集会』のご案内
59年度山火事予知ポスター「図案」「標語」入選者発表
投稿募集要領
第32回森林･林業写真コンクール作品募集要領
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ガの提出

審査と
発表

と同時に提出のこと。

審査は昭和60年4月上旬に行い,入選者

は会誌「林業技術」5月号に発表。作品

の公開は随時，同誌上で行う。

島田謹介（写真家)，八木下弘（写真

家)，池田澄（林野庁林政課長)，蔵持
武夫(林野庁研究普及課長),原忠平(全

国林業改良普及協会副会長)の各委員〔敬

称略・順不同〕と日本林業技術協会役員
〔白黒の部〕

特選（農林水産大臣賞）1点賞金5万円

1席（林野庁長官賞）1点3万円
2席（日本林業技術協会賞）

3点各2万円

3席（〃）5点各1万円
佳作20点記念品

〔カラーの部〕

特選（農林水産大臣賞）1点賞金5万円
1席（林野庁長官賞）1点3万円
2席（日本林業技術協会賞）

3点各2万円

3席（〃）5点各1万円

佳作20点記念品
（3席までの入賞者には副微を蝋呈する。同
一者が2点以上入選した場合は席位はつける
が，賞金副賞は高位の1点のみとする）

第32回

森林｡林業写真コンクール

作品募集要領
審査員

題材：森林の生態（森林の景観一環境保全・森
林動植物の生態・森林被害など)，林業
の技術（森林育成一育苗･植栽･保育等，

木材生産・木材利用など)，農山村の実
態（生活・風景など)，都市の緑化

作品：1枚写真（四ツ切りとし，組写真は含ま

ない)。白黒の部・カラーの部に分ける。
応募資格：作品は自作に限る。なお応募者は職業写

真家でないこと。
応募点数：制限しない。

記載事項：①題名，②撮影者（郵便番号・住所・氏
名･年齢･職業･電話番号),③内容説明，
④搬影場所，⑤撮影年月日，⑥撮影デー
タ等を記入すること。

締切：昭和60年3月31日（当日消印のものを
含む)。

送り先：東京都千代田区六番町7〔〒102〕
日本林業技術協会「第32回森林･林業写
真コンクール」係

作品の帰：入徴作品の版権は主催者に属し，応蕊作
属及びネ品は返却しない。作品のネガは入賞発表

表彰

１
１主催(社)日本林業技術協会後援林野庁

’

11月30日，本会会議室におい

て，林野火災拡大危険区域の予測

調査小委員会を開催した。

貞清秀男（林務課技師）

内容：正射写輿図に関する技術

研修

期間11月121ｺ～12月8n

．台湾研修員の受入れ

台湾省農林庁からの依頼によりつ

ぎのとおり研修員を受入れた。

氏名：何徳宏（台湾省農林庁技

術室主任）

内容：農林水産試験研究体制の

現状および管理制度その

他

期間：11月16日～12月15日

◎調査研究部関係業務

1．11月15日，本会会談室におい

て，しいたけ原木需給安定調査委

員会を開催した。

2．11月6日，僻岡県引佐町役場会

議室において，「都市近郊等国有

林野処分調査」の地元協議会を開

催した。

◎調査部関係業務

1．11月13～15日，長野県西部地

震復旧対策委員会が王滝村の現地

および長野市で行われ，オブザー

バーとして本会からも出席した。

2

|協会'の鬮:うご|き’

◎技術奨励

昭和59年度林水育種研究発表会

を林木育種協会と共催で，つぎのと
おり開催した。

日時：11月15～16日

場所：林業試験場大会議室

本会から湯水術務理事が出席。
◎講師派遣

依頼先：林業識習所

識師；渡辺技術捌発部長

内容：森林航測諭

期日：11月12，13，16，27日

◎海外派遣

パラグアイ国カピバリ地区森林造

成計画凋査・現地検証審議のため，

11月2日～12月1日まで村松理事，

小路口課長，増井課長代理を派遣し
た。

◎研修員の受入れ

長崎県挫林部からの依頼によりつ

ぎのとおり研修員を受入れた。

氏名：川村清介（林務課技師）

昭和59年12月10日発行

林業技術

第513号

編集発行人猪野I職

印刷所株式会社太平社

発行所

社団法人日本林業技術協会
(〒102）東京都千代田区六番町7
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■
川
下
作
戦
そ
し
て
国
産
材
時
代
を
考
え
る
た
め
に
、
全
林
業
・
林
産
関
係
者
待
望
の
必
携
書
／

中
川
藤
一
著

巾
川
木
材
店
祉
艇
．

全
国
間
伐
小
徒
木
轆
要
開
発
協
繊
全
会
錘

■
流
通
に
は
、
物
流

と
商
流
と
が
あ
る
。

商
流
の
何
で
あ
る

か
を
知
ら
な
い
人

は
失
敗
す
る
。

旛
流
の
侭
で
あ
る
第
一
章
流
通
に
は
、
物
流
と
商
流
が
あ
る

か
を
知
ら
な
い
人
鋤
蝿
甦
津
嶮
咋
御
岬
稲
赫
舵
誰
な
紳
識
鐸
螂
砺

班
例
／
営
業
受
注
の
場
合
／
価
格
管
理
で
考
え

は
失
敗
す
る
。

る
べ
き
こ
と
／
与
信
管
理
だ
け
は
社
長
の
私
か

ら
離
さ
な
い
／
財
務
管
理
は
、
金
融
面
か
ら
み

た
総
合
戦
力

■
木
材
流
通
の
実
態
第
二
章
商
流
の
ポ
イ
ン
ト
ー

与
信
管
理
と
情
報
管
理

を
わ
か
り
や
す
く
貸
倒
れ
や
不
良
償
権
を
い
か
に
し
て
防
ぐ
か
／

説
き
、
川
下
作
戦
》
率
灘
雑
誰
惟
齪
鮎
鈍
靴
蓉
御
濡
哩
心
餉
蝿

の
戦
略
を
明
示
し
技
術
の
情
報
把
握
も
／
一
般
需
要
者
の
変
化
を

的
確
に
把
握
す
る

た
実
践
の
書
／
，

第
三
章
流
通
経
路
及
び
ポ
ジ
シ
ョ
ン

山
か
ら
消
費
者
ま
で
の
八
つ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
／

各
ポ
ジ
ン
ョ
ン
か
ら
二
段
階
以
上
乗
り
出
す
の

日
本
林
業
調
査
会
は
危
険
／
あ
る
商
社
が
小
売
業
に
進
出
し
て
失

敗
し
た
原
因
／
森
林
組
合
が
製
材
加
工
を
行
う

２蝿
東
京
都
新
宿
区
市
谷
本
村
町
場
合
に
考
え
る
べ
き
こ
と
／
産
地
が
消
費
地
へ

一
Ｔ

三
番
二
六
号
乗
り
出
す
と
き
の
問
題
点

ａ
（
○
三
）
二
六
九
・
三
九
二
番

第
四
章
木
材
供
給
の
変
化
を
ど
う
見
る
か

〔
川
川
Ⅱ
主
な
目
次
川
川
川
Ⅱ
Ｕ

は
じ
め
に
流
通
は
川
の
流
れ
と
同
じ
で
あ
る

’
Ⅱ
‐
Ｉ
Ⅲ
．
側
盟

勺
■
■
■
■
も
こ
一
二
－
１
１
，
Ｌ

認
§

■
＆
■
白
且
■
■
■
固
■
■
０
口
土

第
五
章
木
材
需
要
の
変
化
を
ど
う
見
る
か

需
要
は
戦
前
の
三
倍
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
な

ぜ
不
況
な
の
か
／
建
築
需
要
の
内
容
は
大
き
く

変
わ
っ
て
き
た
／
大
雌
工
法
は
若
い
人
の
感
覚

に
も
合
っ
て
い
る
／
エ
ク
ス
テ
リ
ア
分
野
は
鉄

や
ア
ル
ミ
を
食
う
稀
だ

第
六
章
木
材
価
格
の
メ
カ
一
一
ズ
ム
と
対
応
策

価
格
変
動
パ
タ
ー
ン
が
変
わ
っ
て
き
た
／
運
賃

格
差
を
ど
う
解
決
す
る
か
／
国
産
材
の
有
利
さ

を
生
か
す
こ
と
／
い
ま
や
、
杉
は
「
新
製
品
」

で
あ
る
／
建
築
業
者
も
木
の
こ
と
を
知
り
た
い

と
思
っ
て
い
る

第
七
章
木
材
流
通
業
経
営
の
基
本
的
な
心
得

見
つ
け
た
時
に
草
を
引
け
／
人
、
物
、
金
、
信

用
、
技
術
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
／
「
卵
は

一
つ
の
篭
に
入
れ
た
ら
あ
か
ん
」
／
得
意
先
を

独
占
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
／
ス
ラ
ン
プ
の
時

は
基
本
に
も
ど
れ

米
材
は
成
熟
時
代
か
ら
減
退
時
代
に
入
っ
て
き

た
／
製
品
輸
入
は
今
後
と
も
増
加
し
て
ゆ
く
だ

ろ
う
／
大
工
さ
ん
た
ち
は
〃
木
材
が
な
く
な
る
〃

と
不
安
を
抱
い
て
い
る
／
外
材
と
の
価
格
競
争

で
は
、
国
産
材
の
〃
に
ま
だ
余
裕
が
あ
る
／
国

産
材
供
給
敬
期
加
に
そ
な
え
、
流
通
シ
ス
テ
ム

の
研
究
を

母
回
国
ｒ
Ｕ
ｏ
ｅ
巾
も

ｑ
Ｇ
Ｉ
６ 二

■
■
■
■
■
刊

『

材
時
代
へ
の
戦
略

Ｂ
６
判
二
七
○
頁
価
一
、
八
○
○
円
〒
剛
一

○
Ｆ
弓

鋳
懸
惑
騨
押
蕊
麺

0

第
八
章
管
理
監
督
者
に
求
め
ら
れ
る
も
の

「
指
導
統
率
力
」
と
は
な
に
か
／
根
気
の
あ
る
人

か
ら
「
創
意
企
画
』
は
生
ま
れ
る
／
違
う
視
点

か
ら
物
事
を
考
え
て
み
る
／
「
判
断
力
」
は
平

生
か
ら
自
分
で
つ
ち
か
う
こ
と
／
サ
ッ
チ
ャ
ー

酋
州
の
言
う
指
導
者
の
狐
つ
の
条
件

第
九
章
国
産
材
時
代
を
切
り
拓
く
た
め
に

オ
ン
プ
に
ダ
ッ
コ
で
は
始
ま
ら
な
い
／
今
後
と
一

も
外
材
と
の
競
争
関
係
は
続
く
／
森
林
組
合
は
一

山
元
に
製
材
工
場
を
誘
致
す
る
条
件
整
備
を
行
一

う
べ
き
だ
／
サ
シ
ミ
か
ら
ヅ
マ
ま
で
使
い
総
合

所
得
の
向
上
を
／
流
通
の
小
川
を
改
修
し
、
堤

を
作
り
、
ダ
ム
を
作
る
こ
と

第
一
○
章
時
代
の
流
れ
を
見
る
’
六
○
年
代

は
、
デ
ザ
イ
ン
の
時
代
、
感
覚
の
時

代
で
あ
り
、
木
材
業
界
に
と
っ
て
は

連
合
の
時
代
で
あ
る

三
○
年
代
の
紫
材
の
時
代
か
ら
六
○
年
代
の
デ

ザ
イ
ン
の
時
代
へ
／
時
代
の
振
子
は
自
然
物
志

向
へ
と
動
い
て
い
る
／
若
い
人
の
木
の
使
い
方

が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
／
木
材
は
軽
薄
短
小
で

な
く
重
厚
長
大
で
／
い
い
産
地
、
い
い
メ
ー
カ

ー
、
い
い
流
通
業
者
に
よ
る
連
合
体
を
／
連
合

体
を
う
ま
く
組
ん
だ
と
こ
ろ
が
成
功
す
る

旭
月
閲
日
新
刊
・
発
売
中
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幽
日
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林
業
工
学
入
厚

一
軒
｝
＆
》
１
代
笛
技
術
と
林
道
の
キ
ー
ワ
ー
ド
卵
ｌ

ｒ
Ｉ
Ｉ
墓
昊
学
農
学
部
教
授
上
飯
坂
實
編
著
Ｂ
６
判
／
２
６
２
頁
／
定
価
２
，
２
０
０
円
／
〒
剛

Ｉ
軸

一
・
・
》
伐
出
シ
ス
テ
ム
確
血
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
伐
出
工
磯
の
未
熟
な
部
分
を
改
善
し
、

・
皆
伐
・
非
皆
伐
作
業
に
対
応
し
た
伐
出
技
術
を
明
示
し
て
唯
雌
性
向
上
を
図
る
こ
と
に
あ

壷
℃
弘
脇
〃
，
咄
肥
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
珊
蕩
の
要
望
に
合
致
す
る
侭
械
の
州
発
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
は
い

鋤
撫
鵜
撫
鰯
黙
雛
織
識

■

.ご癖、嫁.苧_，
■ ず

■』5口■
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竜
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東
京
大
学
農
学
部
教
授
筒
井
迪
夫
編
著
Ｂ
６
判
／
２
８
８
頁
／
定
価
１
，
８
０
０
円
〒
剛

』
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
蕊
新
し
い
多
く
の
蕪
伽
の
、
目
を
見
張
る
よ
う
な
進
歩
が
あ
る
。

ハ
イ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
時
代
の
な
か
で
、
木
の
利
用
技
術
が
ど
こ
ま
で
す
す
む
か
．
や
が
て
、

新
し
い
、
将
来
の
木
の
利
用
の
歴
史
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
書
兎

水
害
は
、
木
を
利
用
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
を
担
う
人
た
ち
と
、
森
林
の
エ
コ
ロ
ジ

カ
ル
な
性
噴
が
ど
の
よ
う
に
人
間
Ⅱ
社
会
の
発
展
と
関
わ
り
合
う
か
を
学
ぶ
者
た
ち
と
の

共
同
作
品
で
あ
る
。
木
の
利
用
の
技
術
を
ど
う
し
た
ら
森
林
の
臘
然
の
術
環
の
な
か
で
雌

譜
と
し
て
、
時
間
的
余
裕
の
持
ち
に
く
い
人
達
の
伽

●
執
筆
者
（
卵
音
順
）
Ⅱ
岩
川
治
／
梅
田

三
樹
男
／
大
河
原
昭
二
〆
大
里
正
一
／
上
飯

坂
實
／
神
崎
康
一
／
小
島
幸
治
／
小
林
洋
司

／
小
沼
順
一
／
酒
井
秀
夫
／
佐
々
木
功
／
猪

内
正
雄
／
鈴
木
正
之
／
中
尾
博
美
／
仁
多
見

俊
夫
／
沼
田
邦
彦
／
藤
井
禧
雄
／
福
田
光
正

／
藤
原
登
／
堀
高
夫
．
“
南
方
康
／
峰

松
浩
彦
／
〃
村
山
茂
明
森
岡
昇

か
し
、
新
し
い
水
と
森
の
文
化
を
つ
く
る
こ
と
が
で

き
る
か
、
本
諜
が
そ
れ
を
考
え
る
一
つ
の
手
が
か
り

を
提
供
し
て
い
れ
ば
率
い
。
（
「
ま
え
が
き
」
よ
り
）

●
執
筆
者
（
執
筆
順
）
Ⅱ
筒
井
迪
夫
／
岡
野

健
／
石
津
敦
／
大
熊
幹
章
／
水
町
浩
／

臼
田
誠
人
／
宮
崎
信
／
笠
原
六
郎
／
福
島

康
記
／
善
本
知
孝
／
松
本
謙
蔵
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ｐ
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匠
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(専用ブ

。

タマヤいう。ラニクス〃シリーズは、

どんな複雑な図形でもその樵諄冊を

なぞるだけて：面積を簡単に測定

することができます。

プラニクス7は､専用LSIにより多

くの機能を備えたう°ラニクスシリ

ーズの高級モデルて弓-．

■専用LSIによるコンパクト設計

■単位や縮尺のわずらわしい計算が不要

■豊富な選択単位(cmﾐ、2,km2､in2,ft2､acre)

■メモリー機構により縮尺と単位の保護

■測定値がオーバーフローしても、上位単位

へ自動シフト

■測定精度を高める平均値測定が可能

■大きな図形の測定に便利な累積測定が可能

■AC･DCの2電源方式

■省エネ設計のバワーセーブ機能

劃=－－1口
Ｉ
ざ

竃

篭 噸

あらゆる面積測定をクリ1ブーするタマヤ"ブラニクズ,シリーズ

ポー ﾗﾀｲブのｽﾀﾝ孫ー ドーモデル

PLANIX5¥49,000

(邸111プラスチック収納ケース.ACアダプター付）

便利唾ブﾘﾝﾀー 機構付

PLANIX10¥148,000
(専剛木製収納ケース､ACアダプター､剛紙3本付）

『メ

笈用f陸追求したスタンダードﾓデﾙ

PLANIX6¥59,000
(専川う･ラスチック収納ケース．ACアダプターfl･）

亀

心

BTAM/△》ｸ△、窯罵焉孟l鱒譜…11(ft)●カタロクず･賛科鏑求は、

当社量でハガキか遊話にて琴連絡ください趣
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木材の売買

8木材はこう使われる
木材を使うときの知恵

木材とわかる{吏われ方

木材には見えないような製品

資源を大切に

資源を守るしくみ5＜らしと森林雲霊瞥。
Q

2世界の森林森林と水
気候と森林のすがだ木を使うくらし

世界の森林資源いろいろの産物

くらしの環境を守る3森林のなりたち
森林を歩く楽しみ木の種類と形

森林になるまで6森林の育て方
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次代を担う子どもたちへ<緑>の大切きを語りかはIEI然観察の輪を広げま魂

箱森 質
林野庁謁疹

全国学校図書稚清協議会選定図書問と
B5判S4ページ4色刷

定価SOO円(〒250)●小学生のための森林教室●
〒IO2東京都千代田区六番町7番地

電話(03)261-5281振替東京3-60448発行所壊日本林業技術協会●ごﾇ主文は直接当協会へ
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